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1.1 研究の背景 

 東京都区部では、これまで多くの超高層建築物が建設され、それに伴って多くの公開空地
も整備されてきた。公開空地をとりまく状況としては以下 1.1.1～1.1.4 がある。 
 

1.1.1 公開空地のストックとしての蓄積 

東京都区部では 2020 年までに 1226 棟もの超高層建築物（高さ 60m を超える建築物と定
義する）が建設され、その約 65％にあたる 798 棟は総合設計制度や都市再生特別地区とい
った、公開空地の確保により容積率制限の緩和を受けられる制度を適用して建設されてい
る（図 1-1）。その結果生み出された多くの公開空地は、ニュータウンのようにゆったりと
した空間を確保することの難しい既成市街地 1の広がる東京都心部において、都市公園等の
公的オープンスペースを量的に補完する 2意義を持っている。こうした状況を踏まえると、
公開空地は都市内に蓄積された重要なストックであると言うことができ、将来的な維持管
理等に対する知見の蓄積は重要である。 

 

 

図 1-1 超高層建築物の累計建設棟数（容積率緩和の制度適用の有無別）3 
 

 
1 財団法人 森記念財団「東京の広場を楽しくする～民有公開空地 POPST108 ヶ所の魅力の格付け～」, 
2011.3 
2 鈴木弘孝：公開空地の実態と緑化の特性に関する研究-東京 23 区を対象として-, 城西国際大学紀要, 
Vol.21, No.8, pp1-15, 2013.3 
3 東京都都市整備局「建築統計年報 2020 年版」の「超高層建築物一覧表」や、各区都市計画図等を参照
して算出。 
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1.1.2 超高層建築物の更新時期の到来  

建築物が更新時期を迎えると建て替えや改修が検討されるようになるが、その際、建築物
に付随する公開空地についても同時に更新が検討される契機となり得る。日本における超
高層黎明期である 1960～70 年代に建設されたものをはじめとして、更新時期を迎える多く
の超高層建築物で建て替えや改修の検討が今後進められると見込まれる。 
また、建築技術の向上に伴う建物の長寿命化という背景のもと、建物の長期利用に対して

外構で雨風に曝される公開空地の更新の取り組みが必要であるとする堀（2018）4の指摘に
もあるように、建て替えによらない建築物の更新がなされた場合に引き続き供用されるこ
ととなる公開空地に対する更新は重要であると言える。 
 さらに、坂井（2014）5の指摘にもあるように、今後の都市開発において整備される建築
物や公開空地もいずれは経年によって更新などの対応を迫られることから、開発の計画段
階から建替え等の更新時を想定しておくことが望まれている。その上でも公開空地の更新
に関する知見の蓄積は重要である。 
 

  

 
4 堀聖弘：小規模公開空地の形成と技術基準に関する研究 - ニューヨーク市の Privately Owned Public 
Space の取り組みに着目して-, 東京電機大学学位論文, 2018.11 
5 坂井文：特定街区制度における有効空地の管理と利用に関する基礎研究-都市計画制度による有効空地の
継続的な維持と運用に向けて-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.49, No.3, pp.1023-1028, 2014.10 
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1.1.3 公開空地に求められる役割の変化とその対応の難しさ 

建築物の竣工と同時に整備された公開空地を取り巻く環境は、竣工当時から現在に至る
まで一定ではない。そのため、環境の変化に伴い公開空地に求められる役割も変化すること
が考えられる。出口・宋（2015）6は、多くの公共空間は時代のニーズを反映して整備・蓄
積されてきたが、時代の変化とともにその役割を見直し、地域の利用者・居住者のタイプや
周辺環境が竣工当時から変容していることを踏まえて再整備や再活用を進めることの必要
性を指摘している。具体の計画においても、例えば西新宿地区再整備方針検討委員会 7は、
「西新宿超高層ビル群の周辺地区において、住宅用途を主とした開発が多数進行している」
ことから、「従来の業務・商業機能に加え、住宅機能の整備が進み、居住者が増えたことで、
西新宿で整備されてきた公共空間や公開空地等の利用ニーズや利用状況が変化していると
考えられる。」 と分析している。 
公開空地に対する新たなニーズとして、賑わい創出やまちづくりのための場としての活

用の意向が挙げられる。これに対応して近年では公共空間を積極的に活用するための規制
緩和を行う法整備が進んでおり、実際に公共空間を活用することに重点を置いたプロジェ
クトは広がりを見せている 8。民有地でありながら一般に開かれた公共性を持つ公開空地も
その対象の一つである。公開空地に関する制度の面では、例えば、2003 年に東京都で制定
された「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」（以後、「しゃれ街条例」）のような積極的
な公開空地活用を促す条例の制定が挙げられる。 
しゃれ街条例では、「まちづくり団体」への登録によって公開空地の活用に対して設けら

れていた従来の制限が緩和されるが、その一方で、建設当初に想定されていなかった新たな
使い方に対応できない例が発生していることが泉山・秋山・小林（2015）9でも指摘されて
おり、従来整備されてきた公開空地の新たな活用は容易ではないことが窺える。 
  

 
6 出口敦・宋俊煥：公開空地等の公共空間ストック形成の潮流と変遷, 都市計画, Vol.64, No.5, pp.22-29, 
2015.10 
7 西新宿地区再整備方針検討委員会「西新宿地区の成り立ち」, 2021.7,  
http://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000316690.pdf（2021.12.22 最終閲覧） 
8 泉山塁威・中野卓・根本春奈：人間中心視点による公共空間のアクティビティ評価手法に関する研究-
「池袋駅東口グリーン大通りオープンカフェ社会実験 2015 年春期」のアクティビティ調査を中心に-, 日
本建築学会計画系論文集, Vol.81, No.730, pp.2763-2773, 2016.12 
9 泉山塁威・秋山弘樹・小林正美：都心部における「民有地の公共空間」の活用マネジメントに関する研
究-「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」・まちづくり団体登録制度の調査・分析を通して-, 日本建築
学会計画系論文集, Vol.80, No.710, pp.915-922, 2015.4 
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1.1.4 公開空地の更新方法の多様化 

公開空地の積極的な活用も念頭に置いた大規模なハードの改修を伴う公開空地の更新事
例も近年見られる。2020 年に屋外広場であった公開空地に屋根がかけられ屋内化された新
宿住友ビル（図 1-2）はその代表例である。こうした事例を前例として、今後も規模の大き
い公開空地の更新や改修が検討されることが推察される中、これまでの公開空地の更新の
状況について整理し、その課題を明らかにすることは、今後も相次ぐであろう公開空地の更
新にあたっての基礎的な知見として重要である。 

 

 
図 1-2 屋根がかけられ屋内化された新宿住友ビル 10 

 
  

 
10 筆者撮影（2020.9.17） 
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1.2 研究の目的 

以上の背景を踏まえ、以下の研究目的を設定する。 
 
① 公開空地の関連制度の変遷を通時的に整理することで、現在の公開空地の運用に至るま

での流れを明らかにする。また、制度内での公開空地の位置づけの変遷と大きな転換点
を示す。（2 章） 
 

② これまでの超高層建築物の建設および都市開発諸制度の適用の動向の分析から、東京都
区部における公開空地の立地や、整備からの経年等の現況を明らかにする。（3 章） 
 

③ 東京都区部の公開空地を対象に、竣工時と現在の空間構成の変化を調査し、公開空地の
経年変化やニーズの変化への対応の状況を整理する。また、空間構成の変化に関連する
要因を考察し、今後の公開空地の更新に向けた知見を得る。（4 章） 
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1.3 既往研究に対する位置づけ 

公開空地や都市開発諸制度に関する研究は数多く行われているが、本研究に関連するも
のとしては以下のようなものが存在する。 

1.3.1 制度の変遷に関する既往研究 

 都市開発諸制度の変遷を扱った研究にはさまざまなものがあるが、代表的なものとして
総合設計制度の拡大の過程や各特定行政庁が想定する市街地像について整理した國吉・仙
田（2000）11、総合設計制度の創設時の論点について調査した中西（2015）12、総合設計制
度の自治体ごとの運用の変遷について調査した中西（2016）13がある。特定の制度に注目し
てその変遷を整理したものは多く見られるが、複数制度の関連性などに着目したものは少
ない。 

  

 
11 國吉真哉・仙田満：特定行政庁が制定した総合設計制度の規則における市街地環境の整備改善イメージ
について-都市におけるオープンスペースの保全と整備の方策に関する基礎的研究-, 日本都市計画学会学
術研究論文集, Vol.35, pp.925-930, 2000.10 
12 中西正彦・大澤昭彦・杉田早苗・桑田仁・加藤仁美：総合設計制度創設における制度設計の論点と課題
-総合設計委員会の議論・答申および許可準則・技術基準に着目して-, 日本都市計画学会都市計画論文集, 
Vol.50, No.3, pp.488-493, 2015.10 
13 中西正彦・加藤仁美・桑田仁・杉田早苗・大澤昭彦：総合設計制度の運用と変遷に関する研究-東京
都・大阪市・横浜市に着目して-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.51, No.3, pp.812-819, 2016.10 



 

14 
 

1.3.2 公開空地の管理や利活用に関する既往研究 

 公開空地の管理に関する研究もさまざまなものがある。代表的なものとして、坂井（2014）
14は特定街区について有効空地の管理や利用の実態をまとめている。また、公開空地の利活
用に関しても多くの研究や実践の報告があり、公開空地の占有行為に関する全国の制度を
調査した河本・中島（2016）15、先進的な制度である東京のしゃれた街並みづくり推進条例
について制度の運用実態や課題などを明らかにした天明・小林（2006）16や泉山・秋山・小
林（2015）17などがある。 
一方で、公開空地を創出する制度の導入から発展・拡大の段階を経て現在の利活用や質を

重視するに至る過程について体系的に整理したものは少ない。 
 

1.3.3 公開空地の空間構成に関する既往研究 

 公開空地の空間構成に関する研究も存在する。公開空地の形状に関するものとしては、
接道形態と建築物との位置関係で類型化を行い、公開空地の閉鎖性や空地間の連続性、周
辺の公園との関連性の観点から課題を指摘した長岡ら（2003）18や、フラクタル次元を用
いて形状の複雑さを実証した後藤（2021）19がある。また、構成要素に関するものとして
は、建築系雑誌の記事から読み取った計画コンセプトと公開空地内の実際の構成要素の異
同を検証した齋藤ら（2008）20がある。 
 一方で、これらはいずれも 1 時点を対象としたものであり、公開空地やその構成要素の
時間変化には着目していない。 

 
14 坂井文：特定街区制度における有効空地の管理と利用に関する基礎研究-都市計画制度による有効空地
の継続的な維持と運用に向けて-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.49, No.3, pp.1023-1028, 2014.10 
15 河本雄介・中島直人：公開空地における占用行為に関する自治体独自の運用基準とその設定プロセス, 
日本建築学会技術報告集, Vol.22, No.55, pp.1127-1130, 2016.10 
16 天明周子・小林重敬：エリアマネジメントの視点から見た「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に
関する研究-公共空間の活用を中心に-, 日本都市計画学会都市計画論文集, No.41-3, pp.331-336, 2006.10 
17 泉山塁威・秋山弘樹・小林正美：都心部における「民有地の公共空間」の活用マネジメントに関する研
究-「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」・まちづくり団体登録制度の調査・分析を通して-, 日本建築
学会計画系論文集, Vol.80, No.710, pp.915-922, 2015.4 
18 長岡篤・小嶋勝衞・根上彰生・宇於崎勝也：東京都総合設計制度によって生み出された公開空地の実態
に関する研究, 日本都市計画学会都市計画報告集, No.2, pp.35-39, 2003.7 
19 後藤浩：東京都特別区内の公開空地の形状に関する一考察, 土木学会論文集 D3（土木計画学）, 
Vol.77, No.3, pp.201-206, 2021.7 
20 齋藤直人・十代田朗・津々見崇：公開空地・有効空地の計画コンセプトと利用実態に関する研究, 日本
都市計画学会都市計画論文集, No.43-3, pp.223-228, 2008.10 
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1.3.4 公開空地の改修や経年変化に関する既往研究 

公開空地の改修について扱った研究として湯澤（2020）21がある。湯澤は新宿三井ビルデ
ィングで 2016 年から 2018 年にかけて行われた有効空地の改修について詳細をまとめ、都
市計画変更を伴わずに有効空地の位置の変更を行った協議の過程を明らかにしている。た
だしこの研究は個別の改修事例の分析にとどまっている。 
また、公開空地の改修にとどまらない経年変化を取り扱った研究としては、光本・田中

（2016）22がある。光本らは、神戸市の公開空地のうち 25 件を対象に、現況を 1994 年時
点での調査結果と比較し、舗装等の経年劣化の進行や柵等による閉鎖性の上昇といった問
題が生じていることを明らかにしている。しかし、従前の状況と現況との変化の内容の記述
にとどまり、変化の背景に関する言及はない。また、対象とした事例数も限られている。 
国外を対象とした研究としては、ニューヨーク市の Privately Owned Public Space（以下

「POPS」。日本の制度における公開空地に相当する。）の更新に関する堀・土田（2016）23

がある。堀らは、313 事例の POPS に対して、2000 年発行の既往文献内でまとめられてい
た POPS の写真資料と同じ画角からの現地観察で約 15 年間の間の POPS の変化を捉え、
138 事例（44%）の POPS での更新を確認している。その結果をもとに、用いられた制度や
立地、竣工年、空地規模等の特性と観察された変化の関係などについて分析している。多数
の事例を網羅的に取り扱った貴重な研究であるが、竣工当時の状況を分析対象として取り
扱った研究ではなく、また、同様の検証を日本国内で行ったものは見られない。 
 

  

 
21 湯澤晶子：新宿三井ビルディングにおける特定街区有効空地の改修設計, 日本建築学会技術報告集, 
Vol.26, No.64, pp.1155-1160, 2020.10 
22 光本成希・田中直人：神戸市内の総合設計制度による公開空地の経年変化及び現状, 日本建築学会中国
支部研究報告集, Vol.39, pp.813-816, 2016.3 
23 堀聖弘・土田寛：ニューヨーク市の Privately Owned Public Space の更新に関する基礎的研究-空地創
出に関する制度の考察を通して-, 日本建築学会計画系論文集, Vol.81, No.728, pp.2141-2151, 2016.10 
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1.3.5 本研究の特徴 

 以上のような既往研究の蓄積を踏まえると、本研究は以下の点に特徴があると言える。 
① 公開空地に関連する制度について、公開空地の制度の導入から近年の利活用等の潮流ま

でを通時的に整理し、公開空地の位置づけの変化に関する分析を行う点。 
② 東京都区部における多数の公開空地に対して竣工当時の様子と現況との比較を行うこ

とで、公開空地の空間構成の変化やその傾向を明らかにする点。 
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1.4 研究の構成 

 第 1 章では、研究の背景を整理した上で研究の目的を設定し、既往研究に対する本研究
の位置づけと研究の構成を示す。 
 第 2 章では、まず現在の制度で規定されている公開空地の種類を整理する。そして、行政
文書や既往研究をもとに、公開空地の関連制度の変遷について通時的な整理を行い、現在の
公開空地の運用に至るまでの流れを明らかにする。 
第 3 章では、これまでの超高層建築物の建設および都市開発諸制度の適用の動向の分析

を行い、東京都区部における公開空地の立地や、整備からの経年等の現況を明らかにする。 
 第 4 章では、東京都区部の公開空地を対象に、竣工時と現在の空間構成の変化を調査し、
公開空地の経年変化やニーズの変化への対応の状況を整理する。 
 第 5 章では、以上の内容を総括し、結論としてまとめる。 
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図 1-3 研究の構成 
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1.5 用語の定義 

1.5.1 超高層建築物 

超高層建築物という言葉に対する明確な基準は設けられておらず、既往研究では高さや
階数に着目した基準の設定がなされている。本研究では、60m を超える建築物は構造に関
する大臣認定を要する 24ことからそれ以下の高さの建築物とは法的にも区別されているこ
と、および、東京都都市整備局「建築統計年報 2020 年版」の「超高層建築物一覧表」の掲
載の基準として 60m を超えるものであることが採用されていることから、本研究では、高
さ 60m を超える建築物を超高層建築物とする。 
 

1.5.2 都市開発諸制度 

東京都では、「公開空地の確保など公共的な貢献を行う建築計画に対して、容積率や斜線
制限などの建築基準法に定める形態規制を緩和することにより、市街地環境の向上に寄与
する良好な都市開発の誘導を図る制度」として、特定街区、総合設計、再開発等促進区を定
める地区計画、高度利用地区の 4 制度を「都市開発諸制度」と呼称している。和田（2018）
25は、上記 4 制度に都市再生特別地区を加えた 5 制度を「都市開発諸制度」と総称している。
都市再生特別地区は、公開空地の整備により容積率制限の緩和を受けることで超高層建築
物の建設に用いられているという制度の性質が上記 4 制度と同様であることも踏まえ、本
研究でも和田の定義を用い、特定街区、総合設計、再開発等促進区を定める地区計画、高度
利用地区、都市再生特別地区の 5 つの制度の総称として「都市開発諸制度」という言葉を用
いる。 

 

  

 
24 中野卓・出口敦：首都圏郊外における超高層集合住宅の立地特性に関する研究, 日本建築学会計画系論
文集, Vol.83, No.750, pp.1459-1468, 2018.8 
25 和田拓実：東京 23 区における超高層建築物の増加プロセスに関する研究, 東京大学学位論文, 2018.1 
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1.5.3 公開空地 

本研究では、敷地内に確保された空地であり、都市開発諸制度において容積率制限等の建
築物の形態制限の緩和の根拠となっているものを指すこととする。 
厳密には「公開空地」という用語は総合設計制度において用いられているものであるが、

本研究では上記の定義に基づき、特定街区、再開発等促進区を定める都市計画、高度利用地
区で「有効空地」や「空地」など別の用語で表されているものも含めて公開空地と呼称する
こととする。また、都市再生特別地区においては具体的な空地の整備基準は明示されていな
いが、事業者から提案された都市再生への貢献のうち広場や歩道状空地などとして整備さ
れるものを「公開空地」として扱う。 



21 
 

 
 
 
 
 
 

第２章 

公開空地の関連制度の変遷 
 
2.1 現在の制度における公開空地の位置づけ 
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 2.2.4 公開空地の対象空間の拡大 
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2.3 小括 
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本章では、行政資料や既往研究の文献調査に基づき、公開空地の関連制度の変遷について
整理する。 
 

2.1 現在の制度における公開空地の位置づけ 

「公開空地」という語は厳密には総合設計制度で用いられている用語であり、他の制度で
は同様の概念を指す語として「有効空地」などの別の用語が用いられている。既往研究では、
制度上の用語としての「公開空地」と「有効空地」を合わせて「公開空地等」と呼称してい
るものや、単に「公開空地」という語で「有効空地」等を含む類似概念を総称しているもの
などもある。大島（2015）1は「公開空地」という言葉が意味の不明確なまま使用されてい
る例が散見されることを指摘しているが、本研究では「公開空地」という用語を、1.5.3 で
述べたように「敷地内に確保された空地であり、都市開発諸制度において容積率制限等の建
築物の形態制限の緩和の根拠となっているもの」と定義することとする。この定義のもとで
は、公開空地を創出する制度として「特定街区」「総合設計」「再開発等促進区を定める地区
計画」「高度利用地区」「都市再生特別地区」の 5 つが該当する。 
本節ではまず 2.1.1 で各制度の概要を示す。続いて、2.1.2～2.1.5 で「特定街区」「総合設

計」「再開発等促進区を定める地区計画」「高度利用地区」の 4 つの制度について、東京都に
おける各制度の許可要綱や運用基準等を参照し、公開空地が現在の制度のもとで指し示し
ている空間の種類を明確にする。 
  

 
1 大島英司：公開空地のまちづくりへの活用, 都市計画, Vol.64, No.5, pp.32-33, 2015.10 
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参照する運用基準等は以下である。 
 

・ 東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準 2（令和２年１２月改定版） 
・ 東京都高度利用地区指定方針及び指定基準 3（令和２年１２月改定版） 
・ 東京都特定街区運用基準 4（令和２年１２月改定版） 
・ 東京都総合設計許可要綱 5（令和３年１月改正版） 
 
なお、都市再生特別地区に関しては、運用にあたっての基本的な方針や審査の視点を示し

た「東京都における都市再生特別地区の運用について」6において、「地域固有の立地条件や
整備課題を踏まえた独創的で都市再生効果の高い事業計画の実現を目指す」という制度の
性質上、「一律的な基準に基づき審査することは適当ではない」とされており、従来の都市
開発諸制度におけるような運用基準は定めず、審査会等において事業者による提案内容を 1
件ごとに個別審査することとなっている。そのため、「東京都における都市再生特別地区の
運用について」では基本的な方針や審査の視点を示すにとどまり、公開空地に相当する空間
の明文化はなされていない。 
 
 
 
  

 
2 「東京都再開発等促進区を定める地区計画運用基準」, 2021.3, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/new_ctiy/katsuyo_hoshin/pdf/04/sai_tiku-kaitei.pdf
（2021.12.27 最終閲覧） 
3 「東京都高度利用地区指定方針及び指定基準」, 2020.10, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/new_ctiy/katsuyo_hoshin/pdf/R2_koudo_riyou.pdf?2021
03=（2021.12.27 最終閲覧） 
4 「東京都特定街区運用基準」, 2021.3, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/new_ctiy/katsuyo_hoshin/pdf/tokugai_r0212.pdf
（2021.12.27 最終閲覧） 
5 「東京都総合設計許可要綱」, 2021.1, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kijun/pdf/sogo_02.pdf?2101=（2021.12.27 最終閲覧） 
6 「東京都における都市再生特別地区の運用について」, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tokku/pdf/tokku_honbun.pdf（2021.12.27 最終閲覧） 
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2.1.1 各制度の概要 

 各制度における公開空地の対象の確認に先立って、まず東京都都市整備局 7,8による各制
度の説明をもとに概要を記す。 
 
特定街区 
特定街区は、都市機能の更新や優れた都市空間の形成・保全を目的とした相当規模のプロ

ジェクトを、一般の建築規則にとらわれず、都市計画の観点から望ましいものへと誘導して
いくために設けられた制度である。特定街区内の建築物については、容積率、建蔽率、高さ
制限などの一般の形態制限を適用せず、その街区に適した建築物の形態等についての制限
を個別に都市計画決定することで、良好な都市空間の整備を図る。 
また、有効な空地の確保、地域の整備改善に寄与する程度、都心居住を推進するための住

宅の確保、および街区の整備とあわせて歴史的建築物等の保全・修復を行う場合等に、容積
率の割増しを受けることができる。また、隣接する複数の街区を一体的に計画する場合には、
街区間で容積移転することも可能である。 

 

 
図 2-1 特定街区のイメージ図 7 

 
  

 
7 東京都都市整備局「都市開発諸制度とは」, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/description_1.html（2022.1.13 最終閲覧） 
8 東京都都市整備局「東京都における都市再生特別地区の運用について」, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/tokku/pdf/tokku_honbun.pdf（2022.1.13 最終閲覧） 
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総合設計 
 総合設計とは、一定規模以上の敷地面積および一定割合以上の空地を有する建築計画に
ついて、その計画が、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、市街地環境
の整備改善に資すると認められる場合に、各特定行政庁の許可により、容積率、斜線、絶
対高さの各制限を緩和する制度である。その目的は、建築敷地の共同化、大規模化による
土地の有効かつ合理的な利用の促進と、公開空地等公共的な空地・空間の確保によって、
市街地環境の改善を図ることにある。 

 

 
図 2-2 総合設計のイメージ図 7 

 
再開発等促進区を定める地区計画 
 再開発等促進区を定める地区計画は、まとまった規模を有する低・未利用地（工場、鉄道
操車場、港湾施設の跡地等）の土地利用転換を図り、建築物と公共施設の整備を一体的かつ
総合的に計画することにより、土地の有効利用、都市機能の増進、住宅・業務床の供給の促
進、地域の活性化の拠点づくり等を誘導するために設けられた制度であり、1988 年に創設
された再開発地区計画と 1990 年に創設された住宅地高度利用地区計画が 2003 年に統合し
て創設された。 
再開発等促進区では、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針など地区計画で定める

事項のほか、土地利用に関する基本方針、道路・公園等の主要な公共施設の配置及び規模を
定めることになっている。また、建築物等に対する制限の特例として、都市計画で定められ
た再開発等促進区を定める地区計画に適合する建築物で、用途・容積率の制限、建築物の高
さの制限等について、特定行政庁が交通上、安全上、防災上及び衛生上支障がないと認めて
認定又は許可したものについては、一般規制を超えることができる。 
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図 2-3 再開発等促進区を定める地区計画のイメージ図 7 
 

高度利用地区 
 高度利用地区は、市街地において細分化した敷地等の統合を促進し、防災性の向上と合理
的かつ健全な高度利用を図ることを目的として指定される地区である。壁面の位置の制限、
建蔽率の低減や住宅の確保などによる市街地の整備改善とあわせて、容積率が緩和される。
都市再開発法に基づく市街地再開発事業は、高度利用地区内等において行われることとな
っている。 

 
図 2-4 高度利用地区のイメージ図 7 

 
都市再生特別地区 
都市再生特別地区は、都市再生特別措置法により創設された都市計画であり、都市再生緊

急整備地域において、地域整備方針に沿いかつ都市再生効果の大きい事業計画に対して広
範な都市計画特例を認めることで、事業者の創意工夫を活かした優良なプロジェクトの実
現を図るものである。 
基本方針として、事業者の創意工夫を最大限に発揮するため事業者提案を基本とするこ

と、特別な審査検討体制により手続を迅速に処理すること、一律的な基準によらず１件ごと
に個別審査を実施することを掲げている。 
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以上の各制度について、東京都都市整備局資料 9および山口ら（2015）10を参考に、対象

敷地の規模の要件や、制限緩和の条件・内容をまとめたものが表 2-1 である。 
 

表 2-1 都市開発諸制度の比較 

 

 
  
 
 以降では、各制度の許可要綱や運用基準等を参照し、公開空地が現在の制度のもとで指し
示している空間の種類を示す。 
 
 
 
  

 
9 東京都都市整備局「都市開発諸制度の概要」, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/new_ctiy/katsuyo_hoshin/pdf/kaihatsu_gaiyou01.pdf
（2022.1.13 最終閲覧） 
10 山口大樹・遠藤新：都市再生特別地区の周辺地域における公共貢献に関する考察-東京都の事例を対象
に-, 日本建築学会計画系論文集, Vol.80, No.713, pp.1615-1623, 2015.7 

特定街区 総合設計
再開発等促進区
を定める地区計画

高度利用地区 都市再生特別地区

原則0.5ha以上
住居系用途地域：1000㎡以上
非住居系用途地域：500㎡以上

再開発等促進区の区域
：1.0ha以上

おおむね0.5ha以上
(市街地再開発事業を行う場合は

おおむね0.2ha以上)
広場・通路 〇 〇 〇 〇
公共公益施設 〇 〇 〇 〇
住宅 〇 〇 〇
交通
防災 〇 〇
環境 〇
歴史建物保存 〇 〇 〇
景観 〇 〇 〇
容積率 〇 〇 〇 〇 〇
建蔽率 〇 〇
壁面位置 〇 〇
高さ 〇 〇 〇 〇
斜線制限 〇 〇 〇 〇 〇
日影規制 〇 〇 〇 〇
用途 〇 〇

制度名

規模要件

公共
貢献
分野

制限緩和
の内容

規定なし
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2.1.2 特定街区における公開空地 

特定街区における「有効空地」の対象は以下のように定められている。ただし一部で文意
を損なわない程度の要約を施している。 
 

有効空地は、街区内の空地（公園、緑地、広場、駅前広場等など）又は建築物の開
放空間のうち、日常一般に開放された部分（100 ㎡を超えるもの。植栽、花壇、池
泉その他の修景施設を含み、車路、駐車場を除く｡）で、次の（ア）から（エ）ま
でを含むことができることとする。 
(ア) 建築物の内部空間（特に必要な場合に限る。100 ㎡を超えるもの。原則として

全有効空地面積の２分の１以内。） 
(イ) 屋上緑化の部分 
(ウ) 重要文化財指定建築物・歴史的建造物等の保存、復元に係る敷地部分 
(エ) 保存緑地の部分 

 

2.1.3 総合設計における公開空地 

総合設計における「公開空地」は以下のように定義されている。ただし一部で文意を損な
わない程度の要約を施している。 
 

計画建築物の敷地内の空地又は開放空間（アトリウム、ピロティ等、人工地盤等
をいう）のうち、日常一般に公開される部分（植栽、花壇、池泉等、公衆便所等の
小規模の施設に係る土地、屋内に設けられるもの等で深夜等に閉鎖することを認
めるものを含む。車路、駐車場、駐輪場を除く。自転車シェアリングの駐輪場は含
む。）で、公開空地の規模・形状の基準に適合する帯状又は一団の形態を成すもの
をいう。 

 
以上のように定義される公開空地には以下の種類が列挙されている。 

 
ア 歩道状空地 

前面道路に沿って設ける歩行者用の空地及び当該空地に沿って設ける修景施
設（当該空地に接する部分から幅４メートル未満の部分に限る） 

イ 貫通通路 
敷地内の屋外空間及び計画建築物内を動線上自然に通り抜け、道路や公園等
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の公共施設相互間を有効に連絡する歩行者用通路（当該通路に沿って設ける
修景施設のうち、その接する部分から幅員４メートル未満の部分を含む。） 
(ｱ) 屋外貫通通路 
  貫通通路のうち、計画建築物の屋外（ピロティ等を含む）に設けるもの 
(ｲ) 屋内貫通通路 
  屋外貫通通路以外の貫通通路 

ウ アトリウム 
計画建築物内に設ける大規模な吹き抜け空間で、天空光を確保できるもの 

エ 水辺沿い空地 
活用方針 11に定める水辺沿い空地 

オ 駅前広場 
活用方針に定める駅前広場 

カ 広場状空地 
歩道状空地、貫通通路、アトリウム、水辺沿い空地及び駅前広場以外の公開空
地 

キ 人工地盤等 
人工地盤、建築物の低層屋上面、サンクンガーデンその他これらに類するもの 

ク ピロティ等 
ピロティ、アーケード等の建築物又は建築物の部分 

 
また、公開空地に準ずる空間として「有効空地」も規定されており、その定義は以下のア

またはイに該当するものである。 
 

ア 屋上の開放空間 
屋上の開放空間の部分（植栽、花壇、池泉等、公衆便所等の小規模の施設に係
る土地を含む。車路、駐車場、駐輪場を除く。自転車シェアリングの駐輪場は
含む。）のうち、以下のいずれかに該当するもの 

(ア) 緑化を図るなど修景上良好に設計された開放空間であり、かつ、道路
又は公開空地からの高低差が一定以下のもの 

(イ) 道路の路面の中心からの高さが 12 メートル以下のところにあり、か
つ、道路に面した 5 メートル以内の範囲で、その一の面積が 50 ㎡以

 
11 「活用方針」は、2003 年に策定された「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」を指
す。 



30 
 

上であるもの 
イ 歴史的建造物の存置部分 

歴史的建造物の水平投影面積の範囲内であること。 
 

2.1.4 再開発等促進区を定める地区計画における公開空地 

再開発等促進区を定める地区計画における「有効空地」の対象は以下の（ア）から（オ）
に定められるものとされている。ただし一部で文意を損なわない程度の要約を施している。 
 

(ア) 区域内の広場、緑地等の青空空地又は建築物の開放空間のうち、日常一般に開
放される部分（100 ㎡を超えるもの。植栽、花壇、池泉その他の修景施設など
を含む。車路、駐車場を除く。） 

(イ) アトリウムなどの建築物の内部空間で、日常一般に開放されている部分（100
㎡を超えるもの。特に必要な場合に限り、区域内の全有効空地面積の２分の１
未満であること。） 

(ウ) 屋上緑化の部分 
(エ) 重要文化財指定建築物、歴史的建造物などの保存等に係る敷地の部分 
(オ) 保存緑地の部分 

 

2.1.5 高度利用地区における公開空地 

高度利用地区では「容積率の緩和の基準」として、条件を満たした際に容積率の緩和を受
けることのできる項目が列挙されている。そのうち、2.1.2～2.1.4 で示した各制度における
公開空地や有効空地に相当する空間を示す項目が、本研究の定義における公開空地に該当
するものとする。その項目は以下のように定義されている。ただし一部で文意を損なわない
程度の要約を施している。 
 

・ 壁面の位置の制限により確保する空地 
日常一般に公開される部分で、原則として歩道状に築造するもの 

・ 広場等 
建築物の敷地内に設ける空地のうち、日常一般に公開される部分で壁面の位置
の制限により確保する空地に隣接し、かつ、100 ㎡以上の面積を有するもの。
また、他の広場等の有効な空地と有効に連絡するピロティ及び建築物の内部に
設けるアトリウムなどの屋内空間で、必要となる広場面積全体の 1/2 を超えな
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い範囲のもの。  
・ 公共的屋内空間 

建築物に設けるアトリウムやホール等の交流施設、ギャラリーや美術館等の文
化施設等 

・ 緑化施設 
建築物の屋上の緑化を継続的に図る施設 
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2.1.6 都市開発諸制度における公開空地の整理 

以上のように、各制度において公開空地として扱われる空間には重なる部分が多くある
が、空間の種類を示す用語にはさまざまなものが用いられている。各制度で用いられている
語の対応は、表 2-2 のように整理することができると考えられる。現在の都市開発諸制度で
はこのように多様な種類の空間が公開空地の対象として定められている。 
なお、都市再生特別地区については、公開空地の具体的な種類は要綱等では定められてい

ないが、北崎（2011）12による公共貢献の整理のうち「広場の整備」「歩道状空地の整備」
「通路の整備」「歩行者デッキの整備」「歴史的建造物の保全・活用」が本研究の定義におけ
る公開空地に対応するものであると考え、表 2 に記載した。 
 

表 2-2 各制度における公開空地の種類 

 
 
  

 
12 北崎朋希：都市再生特別地区における公共貢献と規制緩和の実態と課題-東京都における都市再生特別
地区を対象として-, Vol.46, No.3, pp.583-588, 2011.10 

特定街区 総合設計
再開発等促進区
を定める地区計画

高度利用地区 都市再生特別地区

歩道状空地
壁面の位置の制限により

確保する空地
歩道状空地の整備

広場状空地

人工地盤等

屋外貫通通路
通路の整備

歩行者デッキの整備
屋内貫通通路 通路の整備

ピロティ等 通路の整備
重要文化財指定建築物・

歴史的建造物等の保存、復元
に係る敷地部分

歴史的建造物の存置部分
重要文化財指定建築物、
歴史的建造物などの保存等

に係る敷地の部分
- 歴史的建造物の保全・活用

屋上の緑化部分 屋上の開放空間 屋上緑化の部分 緑化施設 (該当なし)
保存緑地の部分 - 保存緑地の部分 - (該当なし)

- 水辺沿い空地 - - (該当なし)
- 駅前広場 - - (該当なし)

街区内の空地（公園、緑地、
広場、駅前広場等など）

区域内の広場、緑地等
の青空空地

広場等
広場の整備

アトリウム
建築物の内部空間

建築物の開放空間

アトリウムなどの
建築物の内部空間

建築物の開放空間
公共的屋内空間 広場の整備
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2.2 公開空地の関連制度の変遷 

 前節では現在の制度における公開空地の位置づけを示した。本節では、公開空地の関連制
度の変遷を通時的に整理することで、現在の公開空地の運用に至るまでの流れを明らかに
する。また、制度内での公開空地の位置づけの変遷と大きな転換点を示す。 
 2.2.1 では公開空地創出制度が導入されるまでの関連事項の整理を行い、2.2.2 で公開空地
を創出する各制度の導入に関する事項の整理を行う。その上で、2.2.3～2.2.5 で制度内での
公開空地の位置づけの変遷を示し、大きな転換点として 3 つのタイミングを提示する。 
 

2.2.1 公開空地創出制度の導入以前 

公開空地の考え方の登場は、超高層建築物の建設や高さおよび容積率の制限と密接に関
係する。そこで、まずは公開空地の導入に至るまでの超高層建築物の建設や高さおよび容積
率の制限に関する歴史を概観する。なお、2.2.1 の記述にあたっては、日端（2008）13、大
澤（2015）14を主に参考としている。他の文献を参考とした箇所は都度注釈で示す。 
 
 超高層建築物を示す言葉に「摩天楼」というものがある。大澤はこれを鉄骨造の高層オフ
ィスビルを示す語として用いており、都市への人口集中や工業化の進展を背景に生まれた
としている。最初の摩天楼は 1885 年にシカゴで建設されたニューヨーク・ホーム・インシ
ュランス・ビルのシカゴ支店とされている。しかし、摩天楼が林立するようになると、日照
阻害、交通混雑、火災や災害の危険という問題が顕在化するようになり、高さ制限の必要性
が議論されるようになった。結果として 1893 年に 130 フィート（約 46m）の高さ制限が実
施された。 
 1890 年代以降はニューヨークでも摩天楼の建設が進んだ。高さの規模はシカゴを上回っ
ており、1909 年には 200m を超えるものも建設され始めた。一方で、シカゴと同様に高層
化による弊害が問題視されるようになり、1916 年にゾーニング条例が制定されるに至った。
この条例により、建物高層部での壁面後退（セットバック）が義務付けられ、ウェディング
ケーキ型とも言われる階段状の建物が作られるようになった。ただしこの条例では敷地面
積の 25%以内の部分ではセットバックする必要がなかったため、その後も細長い塔状の摩
天楼が建設された。なおこのときには、一般市民に開かれた空地ではないが、日照や通風を

 
13 日端康雄：「都市計画の世界史」, 講談社, 2008.3 
14 大澤昭彦：「高層建築物の世界史」, 講談社, 2015.2 
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根拠として、ヤード（庭）やコート（中庭）による空地の規制があった 15。 
 以上のように、建築物の高層化による問題に対して、シカゴでは高さ制限、ニューヨーク
では形態規制という条件の設定という形で対応がなされた。 
 
 1920 年代には、ル・コルビュジエにより超高層建築物とオープンスペースから成る都市
像が提唱され、その後の公開空地の考え方に通じる考え方が生まれた。コルビュジエの提案
では、高さ 200m、60 階建ての高層建築物が、ニューヨークのように形態規制で階段状にな
ることがなく壁が最上部まで垂直に立ち上がり、隣棟との間隔が十分確保され建築物周囲
に広いオープンスペースが取られ、敷地の 90%以上が公園や交通のための空間として確保
される、というものだった。この思想に基づきコルビュジエは、1922 年には「300 万人の
ための現代都市」、1925 年にはパリを対象とした「ヴォアザン計画」という形で計画案を発
表している。周囲にオープンスペースを取った高層建築物は、ニューヨークの高層建築物が
ウェディングケーキ型と呼ばれたのに対して、タワーインザパーク型と言われた。この建物
形状により都市に太陽の光と緑をもたらすことを可能とするというコルビュジエの考え方
は、現代にも踏襲されている 16。 
 
日本における高さ制限は 1919年の市街地建築物法および旧都市計画法の制定時に導入さ

れた。このとき、住居地域・商業地域・工業地域・未指定地域の 4 種類の用途地域が定めら
れたが、このうち住居地域では 65 尺（約 20m）、それ以外の地域では 100 尺（約 31m）の
絶対高さ制限が定められた。その目的は、都市衛生（採光や通風の確保、過密の防止）、建
物の保安・安全（地震や火災の被害軽減）、交通改善（都市の交通容量のコントロール）の
3 点にあるとされている 17。上限の高さが 100 尺に設定された背景として、既存の建築物お
よび当時設計中であった建築物の高さが 100 尺以内に収まっていたことが理由の一つに挙
げられている。 
 
  

 
15 堀聖弘：小規模公開空地の形成と技術基準に関する研究 - ニューヨーク市の Privately Owned Public 
Space の取り組みに着目して-, 東京電機大学学位論文, 2018.11 
16 千代田区界隈別・重点地区景観まちづくりガイドライン 基礎資料 千代田区の街並みのうつりかわり, 
2020.6, https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/4204/guideline-4.pdf（2021.12.31 最終閲覧） 
17 井上弘一：「都市建築 TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで」, 鹿島出版会, 都市建築
TOKYO 編集委員会 編著, 2021.9, p.45 
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一方で、日本での容積率制限の始まりは、1938 年の市街地建築物法の改正で創設された
空地地区である 18,19,20。容積率の数値は 20～70%（第 1 種～第 6 種）の間で定めることと
された。東京では 1940 年にまず郊外の住居地域で指定され、1943 年には東京市全域の約
72%が指定された。空地地区は容積率の制限を行う制度であるが、その主眼は敷地内の空地
を確保することにあり、それにより過密の防止による住環境維持や延焼防止を図ることが
目的であった。現在の容積率制限には、建物容量と都市インフラのバランスを確保すること
がその目的の一つとしてあるが、当時はこのことは意図されていなかったという点で、現在
の容積率制限とはニュアンスの異なる制度であった。なお、当時は戦時中であったことから、
防空も空地確保の目的の一つであった。 
 

2.2.2 公開空地創出制度の導入 

 戦後、高度経済成長期には都市部でのオフィス需要が増大したが、31m の絶対高さ制限
が開発の障壁となりオフィスビルの供給が不足するようになった。また、絶対高さ制限と
いう制限の手法自体の問題として、建築物の高さに制限がある中で床面積を確保しようと
すると、建築物が横に広がり周囲のオープンスペースを圧迫してしまうことや、階数を増
やすために階高を下げたり地下の階数を増やしたりすることにつながり、空間の著しい環
境悪化が引き起こされることが挙げられる。また、床面積の増加によりビルに出入りする
人の数も増加し、交通渋滞の深刻化を招くことも問題であった。 
そのような状況下で、1950 年代には絶対高さ制限の撤廃および容積率の概念の検討が進

展する。1960 年に東京都は都市計画学会・都市計画協会・建築学会の 3 団体に、「容積地域
制の採用」について諮問した。さらに東京都は 1961 年に国に対して容積制採用を求める意
見書を提出しており、その中では、一定規模以上の敷地と空地を持つ場合に高さと容積率の
制限を緩和する方法を提案している。これは、高さと容積率の割増しをインセンティブとし
て敷地の統合と空地の増加を意図したものと言え、現在の公開空地の考え方につながるも
のであったと考えられる。 
 このような東京都の要請や関連学会の研究を経て、実際の制度としては 1961 年に特定街
区制度が創設され、絶対高さ制限に代わる容積率制限の制度化に至った。なお、容積率制限
自体は前述の空地地区により可能であったが、特定街区では道路等の都市施設への負荷の
コントロールが趣旨にあるという点で異なっている。 

 
18 大方潤一郎：容積率規制の理念と展開の方向性, 都市住宅学, No.17, pp14-22, 1997.4 
19 越澤明「東京の都市計画」, 岩波新書, 1991.12 
20 大澤昭彦：日本における容積率制度の制定経緯に関する考察(その１)-容積制導入以前における容量制
限：1919 年～1950 年-, 土地総合研究, Vol.19, No,1, pp.83-105, 2011 
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 特定街区に指定された地区では 31m の絶対高さ制限が解除され、容積率規制(100%～
600%の 100%きざみの 6 段階)と壁面の位置指定が定められることとなった。ただしこのと
きにはまだ、公開空地の確保により容積率の割増しが可能になるという現在のような制度
ではなかった。当時の制度の眼目は制限の緩和ではなく、31m の高さ制限にとらわれずに
自由な形態の建築物の建設を可能にすることであった。 
 その後 1963 年に容積地区制が導入された。容積地区に指定された範囲では、絶対高さ制
限が廃止され容積率制限が導入されることとなった。街区単位の指定であった特定街区の
従来の仕組みが、より面的なエリアを対象として一般化されたものである。容積率のメニュ
ーは 100%から 1000%の 100%きざみの 10 段階が設定された。東京においては、まず 1964
年に環状 6 号線内側が、次いで 1967 年に環状 6 号線外側が容積地区に指定された。 
また、容積地区制の導入とともに特定街区は改定され、公開空地の確保により容積地区で

定められた容積率以上に割増しを受けられる制度となった。従来の 6 種類の容積率メニュ
ーは撤廃され、個々のケースに応じて容積率を設定できるようになった。1963 年のこの特
定街区の改定が公開空地の始まりであると言える。この改定の後の 1964 年に指定された霞
ケ関３丁目街区が東京での初めての特定街区の指定であり、同街区では霞が関ビルが 1968
年に竣工するに至った。なお、1970 年の建築基準法改正で用途地域に基づく容積率制限の
全面導入および絶対高さ制限の撤廃が行われ、従来の容積地区制度の内容が一般化したこ
とで、容積地区および空地地区制度は廃止された。 

1970 年には、一定規模以上の敷地面積と空地を持った建築物で市街地環境の整備改善に
資すると特定行政庁が許可したものに対して容積率等の制限を緩和するという内容の、総
合設計制度が創設された。容積率等の制限緩和と引き換えに公開空地の確保等の市街地環
境の整備改善を促すという点では特定街区と同趣旨である。一方で、特定街区は大規模な街
区を対象としており適用には都市計画決定も要するのに対し、総合設計では建築許可を前
提として比較的簡易な手続きに基づくものであり、また中小規模の敷地単位でも活用でき
る制度である 21。容積制の一般化により建築物の形態の自由度の向上というメリットがも
たらされたが、同時に、零細な敷地へ小規模な中高層建築物が乱立することも危惧された。
こうした懸念への対応として、敷地規模の拡大を通して土地の有効利用を促進し、あわせて
敷地内に日常一般に開放された土地を確保させることで市街地環境の整備改善を図ること
が総合設計制度の目的である。 

 

 
21 中西正彦・大澤昭彦・杉田早苗・桑田仁・加藤仁美：総合設計制度創設における制度設計の論点と課題
-総合設計委員会の議論・答申および許可準則・技術基準に着目して-, 日本都市計画学会都市計画論文集, 
Vol.50, No.3, pp.488-493, 2015.10 
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 総合設計制度はニューヨークで 1961年に導入されたインセンティブゾーニング制度をモ
デルにしている 22。ニューヨークのこの制度は、容積率の規制に対して、人々が公共的に利
用できる開放された空間を事業者が敷地内に整備することへのインセンティブとして、建
築容積等を上増しする仕組みである 23。空地の確保により最大 20％の容積率割増しを受け
ることができた。しかしこれは一方的な緩和措置ではなく、通常容積の切り下げが前提とさ
れており、厳しい場合は 50%の削減があった 24。これは空地の誘導方策として画期的であ
り、のちに日本で導入された総合設計等の規制緩和のあり方とは大きく異なる点である。ま
た、敷地の一部を緑地や公園とすることが求められたことで、建設されるビルの形状はウェ
ディングケーキ型からタワーインザパーク型に転換した。なお、1958 年にミース・ファン・
デル・ローエらの設計で建設されたシーグラムビルは、前面道路から大きくセットバックす
ることでオープンスペースが作られており、これが 1961 年の条例改正のきっかけになった
とされている。 
また、日本においても、前川國男により設計された東京海上日動ビル（1974 年竣工）は、

敷地の 3 分の 2 が解放された広場として計画された。この計画は総合設計制度が創設され
る以前である 1966 年に東京都に申請されており、総合設計制度における公開空地の先駆け
として評価されている 25。 
 
 以上のように、特定街区と総合設計の導入によって公開空地が広まっていった。 
 公開空地を創出する他の制度として、高度利用地区、再開発等促進区を定める地区計画、
都市再生特別地区がある。続いて、これらの制度の導入の経緯や運用上の特徴などについて
述べる。 
 
 総合設計の創設から少し時期がさかのぼるが、1969 年には、密集市街地等を対象として
敷地の統合により公開空地を確保することで容積率規制を緩和する高度利用地区が制定さ
れた。高度利用地区は市街地再開発事業が行われる区域で指定されるものであった 26。特定

 
22 出口敦・宋俊煥：公開空地等の公共空間ストック形成の潮流と変遷, 都市計画, Vol.64, No.5, pp.22-29, 
2015.10 
23 杉浦榮：インセンティブによるオープンスペースの課題と展望-21 世紀初頭の東京都心部における開発
事業と 20 世紀後半のニューヨーク市における状況を参考として-, 都市計画, Vol.61, No.1, pp.32-37, 
2014.2 
24 堀聖弘：小規模公開空地の形成と技術基準に関する研究 - ニューヨーク市の Privately Owned Public 
Space の取り組みに着目して-, 東京電機大学学位論文, 2018.11 
25 布野修司「景観の作法-殺風景の日本」, 京都大学学術出版会, p.36, 2015.1 
26 現在では、高度利用地区の他、都市再生特別地区や特定地区計画の指定区域でも市街地再開発事業は可
能である。 
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街区や総合設計は、具体的な建築計画の内容に即して制限の緩和の内容や程度を決定する
仕組みであるのに対して、高度利用地区では建築計画が具体的な姿を見せていない段階で
制限内容を決定してしまうという点に特徴がある 27。 
 

1988 年には、まとまった規模を有する低未利用地において都市基盤の整備ととともに優
良な建築物等を一体的に整備することを目的として、再開発地区計画が創設された。その背
景として、制度導入当時のバブル期には、大規模工場や倉庫等が郊外や臨海部に移転したこ
とでまとまった規模の低未利用地や遊休地が発生しており、こうした土地の積極的な活用
が望まれた 28ことが挙げられる。既存の制度であった特定街区、総合設計との違いは、局所
的な開発に用いられる両制度と異なり、道路や公園などの 2 号施設を整備できるようにし
たことで面的でネットワーク状の公共空間の創出を可能にした点にある 29。また高度利用
地区に関しては、市街地再開発事業の前提として都市計画の役割が定着していた点で、再開
発地区計画とは異なる性質の制度であった 30。1990 年には住宅地高度利用地区計画が、大
規模住宅団地の建替え事業や市街化区域内農地のまとまった開発などを適切に誘導するた
めに創設されたが、再開発地区計画と適用の対象が異なるものの同種の制度であった 31。
2002 年に再開発地区計画と住宅地高度利用地区計画は統合され、現行の制度である再開発
促進区を定める地区計画となった。 
 
 2002 年には都市再生特別地区が導入された。この制度では、公開空地の確保などにとど
まらずさまざまな「公共貢献」を評価対象とし、用途地域など都市計画法に係る各種規制を
適用除外として容積率等の緩和を行う制度である。当初はバブル崩壊後の経済状況への対
応としての時限付き制度として始まったが、その後数度にわたり適用の期限の延長や地域
の拡大がなされ、2021 年現在でも有効であり数多く活用されている 32。 
特定街区や総合設計のような従来の制度での容積率緩和のための評価対象はハード要素

中心であったが、この制度では従来は評価が困難であったソフト面の取り組みも評価対象

 
27 柳沢厚：容積インセンティブ手法の系譜と今後, 都市住宅学, No.17, pp.36-42, 1997.4 
28 井上弘一「都市建築 TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで」, 鹿島出版会, 都市建築
TOKYO 編集委員会 編著, 2021.9, p.60-61 
29 出口敦・宋俊煥：公開空地等の公共空間ストック形成の潮流と変遷, 都市計画, Vol.64, No.5, pp.22-29, 
2015.10 
30 原田保夫「都市計画の構造転換 整・開・保からマネジメントまで」, 日本都市計画学会 編著, 鹿島出
版会, 2021.3, p.246 
31 柳沢厚：容積インセンティブ手法の系譜と今後, 都市住宅学, No.17, pp.36-42, 1997.4 
32 山下博満：「都市建築 TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで」, 鹿島出版会, 都市建築
TOKYO 編集委員会 編著, 2021.9, p.21 
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となり、時代によって移り変わる社会の要請に対応する取り組みなどを柔軟に評価するこ
とが可能になった 33。これまでに例えば、ハードとして整備された交流施設でのコンサート
運営や、外国語対応の情報発信機能などが評価されてきている 34。 
都市再生特別地区の重要な要素として、提案制度の導入が挙げられる。事業者からの提案

を審査し、提案が採択された場合のみ自治体が提案の趣旨を踏まえた範囲内で都市計画素
案を作成して都市計画決定する方法と、事業者からの要請に応じて自治体が都市計画素案
を作成して都市計画決定する方法があり、自治体ごとに両方あるいは片方の指定方法が取
られている 35。東京都では前者の方法のみが取られている。提案内容に対する審査は迅速に
行うこととされており、事業者から正式提案がなされた場合 6 ヶ月以内に都市計画決定の
有無を判断することが求められている。 
なお、公開空地の確保は都市再生特別地区指定における必須要件ではないが、実際には多

くの指定地区で公開空地が公共貢献として評価されている。北崎（2011）による 2010 年 12
月末時点での東京都の都市再生特別地区 20件を対象として行われた事業者により提案され
た公共貢献についての調査では、公共貢献を「広場・通路」「交通施設」「地域貢献施設」「防
災」「環境・景観」に分類している。このうち「広場・通路」が公開空地の概念に当てはま
っていると言え、20 件中 15 件で「広場・通路」が公共貢献として評価されている。これよ
り、公開空地の整備が制度適用の必須要件ではない都市再生特別地区も、公開空地の創出に
寄与していることが分かる。 
 
 
 
  

 
33 北崎朋希：都市再生特別地区における公共貢献と規制緩和の実態と課題-都市再生特別地区における公
共貢献と規制緩和の実態と課題-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.46, No.3, pp.583-588, 2011.10 
34 山﨑正樹・櫻井澄・根上彰生：都市再生特別地区におけるソフト分野の公共貢献の実態に関する研究-
東京都を事例として-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.48, No.3, pp.297-302, 2013.10 
35 北崎朋希：全国における都市再生特別地区の指定手続きの実態と課題-都市計画素案作成に関する協議
プロセスに着目して-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.48, No.3, pp.639-644, 2013.10 
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2.2.3 容積率緩和の一手段としての公開空地  

 当初の特定街区や総合設計は、市街地環境への貢献としてのオープンスペース確保に対
するインセンティブの付与から始まり、容積率緩和の条件として認められていたのは公開
空地の確保のみであったが、その後社会的な背景をもとに容積率緩和の条件は拡大してい
った。 
 1983 年の市街地住宅総合設計制度の創設を皮切りに総合設計制度にはさまざまな種類が
設定され、容積率緩和の条件も追加されていくが、各自治体で総合設計制度の運用が始まっ
た際に、公開空地以外の緩和基準が自治体独自の基準として設けられた。 
東京都では、国による総合設計制度創設の 1970 年に少し遅れて、1976 年に運用が開始

された。このときの東京都の基準として設けられた総合設計許可要綱では、公益施設等によ
る容積割増しが認められることとされた 36。国の許可準則では空地以外の観点からの容積
緩和は認められていなかったことや、特定街区の基準を定めた「特定街区計画標準」でも容
積緩和の条件として設定されていたのは公開空地の確保のみであった 37ことから、東京都
の総合設計の運用におけるこの規定によって、公開空地が容積緩和の条件の一つという位
置づけに変化したものと捉えることができる。 
 以降で、国による許可要綱の内容に着目し、総合設計の種類の拡大について、容積割増し
の根拠の拡大という観点に着目しながらまとめる。 
 まず、市街地住宅総合設計制度が 1983 年に創設された。この制度は、都心の人口減少の
顕在化を背景に、大都市地域を中心とした市街地住宅の供給を促進するためのものであり、
インセンティブの付与も大都市地域を中心に住宅を供給する建築計画に対して行われた。
オープンスペースの確保を目標とする一般の総合設計制度と異なり、良好な建築・住宅スト
ックの形成という新たな目標が設定されたと言うことができ 38、許可準則も一般の総合設
計制度とは独立して設定されていた。なお、この独立した許可準則は、1986 年の総合設計
許可準則の改正の際に一般の総合設計制度に統合された。 
 1986 年の許可準則改正では、再開発方針適合型総合設計制度が創設された。この制度で

 
36 中西正彦・加藤仁美・桑田仁・杉田早苗・大澤昭彦：総合設計制度の運用と変遷に関する研究-東京
都・大阪市・横浜市に着目して-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.51, No.3, pp.812-819, 2016.10 
37 岡田忠夫：東京都心部における都市開発プロジェクトを通じた新たな公民協調と都市機能の変容に関す
る研究-大手町・丸の内・有楽町地区を対象に-, 筑波大学学位論文, 2012.3 
38 國吉真哉・仙田満：特定行政庁が制定した総合設計制度の規則における市街地環境の整備改善イメージ
について-都市におけるオープンスペースの保全と整備の方策に関する基礎的研究-, 日本都市計画学会学
術研究論文集, Vol.35, pp.925-930, 2000.10 
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は、再開発方針や地区計画などに適合した建築物において、通常の総合設計制度の 1.25 倍
のインセンティブを付与するというものである。この制度によって、市街地再開発の誘導と
いう新たな方針が示されたといえる。 
 1990 年の許可準則改正では、モータリゼーションの進展による自動車の路上駐車の増加
という社会的課題への対応として、駐車場の設置に対する容積割増しの特例が創設された。 
 1995 年の許可準則改正では都心居住型総合設計制度が創設された。これは、職住の遠隔
化による通勤時間の長時間化や、都心部の人口の空洞化といった課題への対応として創設
された制度である。三大都市圏の都心地域という、より限定した地域での住宅供給の促進が
意図されている。この制度のもとでは、住宅の供給の割合に応じて最大で 2 倍の容積割増
しが認められることとなった。この割増し幅の大きさに対しては、周囲の市街地の実態や用
途地域が想定する市街地の形状とかけ離れたマンション開発を許しているという指摘 39や、
市街地環境への貢献としてのオープンスペース確保という総合設計制度の本来の趣旨から
逸脱しているとの批判もある 40。住宅の供給等の公開空地以外の条件による強力なインセ
ンティブの付与は、公開空地によるインセンティブの意義を相対的に低下させているとも
考えることができる。 
 また、1995 年の改正では、道路交通の改善や土地の適切な高度利用を目的として、共同
住宅に付属する地下駐車場に対する容積割増しも導入された。 
 1997 年の許可準則改正では敷地規模型総合設計制度が創設された。この制度は、バブル
期以降の大都市に生じた低未利用地や遊休地の活用や、既成市街地内に存在する密集市街
地での効率的な土地利用を行うため、敷地の集約化に対してインセンティブを付与するこ
とで敷地規模の拡大を図ったものである。一敷地内の整備改善にとどまらず、隣接敷地を含
めた整備改善の促進を意図するという目的を持った制度であると言える。 

2000 年代の成熟型社会に移行したのちには、今日的課題への対応として、2001 年には保
育所設置に対する容積割増し、2008 年には環境対策として CASBEE などの評価に基づく容
積割増しが導入された。 
 また、老朽化したストックの更新を意図した改正として、2011 年街区設計型総合設計制
度が創設された。老朽オフィスの建替えを意図し、敷地が街区の少なくとも一辺全てを占め
る場合に容積割増しがなされる。また、2014 年には老朽マンション建替えのため改正マン
ション建替法が施行され、総合設計でもこれを踏まえた許可準則の改正によってマンショ
ン建替型総合設計制度が創設された。この制度では、要除却マンションの除却・建替えや、

 
39 井上弘一：「都市建築 TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで」, 鹿島出版会, 都市建築
TOKYO 編集委員会 編著, 2021.9, p.55-56 
40 大方潤一郎・小泉秀樹「建築基準法改正案に対する反対声明」, 2002.3, http://up.t.u-
tokyo.ac.jp/doc/statement020326.html（2022.1.15 最終閲覧） 
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新築されるマンションにおける防災倉庫や集会所等の施設整備に対して容積割増しが行わ
れる。 
 以上のように、総合設計制度における容積割増しの根拠は公開空地の確保以外に拡大し
ており、その内容は都心居住の促進や良好な建築ストックの確保といった社会課題に対応
したものであった。こうして、公開空地は容積割増しのための条件の一つという位置づけに
至った。 
公開空地が容積率緩和の一手段となっていく過程を見る上では、東京都での実際の運用

において公開空地以外の容積率緩和手段が設定された 1976年が転換点として重要であると
考えられる。 
 

2.2.4 公開空地の対象空間の拡大 

 2.2.3 では公開空地の確保以外にも容積緩和の条件が拡大していった過程を追ったが、並
行して公開空地として扱われる空間の種類も拡大し、現在の公開空地は必ずしも屋外の広
場を指すものではなくなっている。以下では総合設計に着目し、このような公開空地の種類
の拡大について述べる 
 総合設計制度が導入された 1970年の建築基準法改正時に許可の基準として示されていた
のは空地面積の最小割合と敷地の最小面積のみであり、それ以外の事項は翌年 1971 年に示
された許可準則に記載された。 
公開空地の種類については、1976 年の東京都での総合設計制度の運用の開始時、歩道状

空地・貫通通路・広場状空地の 3 種類が都の要綱では示され、国の許可準則よりも詳細な空
地の形状が規定されていた。国の許可準則では東京都に遅れて 1983 年に歩道状空地が新た
に規定された。このように、自治体の規定が国の許可準則に従って定められるだけでなく、
自治体独自の規定がのちに国の許可準則でも取り入れられる場合も見られる。 
その後、屋内空間であるアトリウムが 1986 年に国で定められ、追って東京都でも 1988

年に定められた。また、国では 1995 年に、東京都では 1996 年に中庭や屋上が「公開空地」
41に準ずる「有効空地」として規定された。アトリウムのような屋内空間や、中庭や屋上の
ように敷地外の空間に直接接続せず利用者が一定程度絞られることが想定される空間の規
定が加えられたことで、公開空地は必ずしも建築物周囲のオープンスペースを指し示さな
くなった。 
公開空地として扱われる空間の種類の拡大という観点では、屋内に設けられることで天

 
41 ここでは、本研究における公開空地の定義ではなく、総合設計における制度上の定義に基づく「公開空
地」を指すため、カギカッコをつけて区別した。 
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候等の条件に利用が大きく左右されにくくポテンシャルの高い広場空間であるアトリウム
42,43の導入された 1986 年が転換点として重要であると考えられる。 
 

2.2.5 公開空地の利活用促進や質の重視 

 ここでは、公開空地の利活用や空間の質を重視する潮流の始まりから、それに対応した制
度の導入やその効果等について述べる。 
都心部の道路や駅前広場、水辺等の公共空間における新たな潮流として、オープンカフェ

やイベント等の実施による賑わい創出やまちづくりのための場としての活用が進められて
いる 44ことが挙げられる。一般に開かれた場所という性質を持つ公開空地も公共空間の一
つであると言え、また公開空地は敷地の範囲内であることから、道路とは異なり交通の妨げ
等の障壁が少なく、道路より利活用が容易な空間 45でもあると考えることもできる。しか
し、公開空地の活用方法は従来制限されてきた。例えば東京都の総合設計制度で設けられた
公開空地の場合、公開空地は「歩行者が日常自由に通行または利用できる開放空間」という
位置づけに基づき、他の用途への転用は基本的に認められず、占用についても一時的なもの
に限られ、営利行為等は通常認められていない 46。公開空地の占用行為を規定するには、た
だし書き許可制度により特定行政庁の裁量で独自要領の策定を要するものであるが、実際
にこの要領が定められるのは公開空地の活用に重点を置いている一部の自治体に限られ、
公開空地の占用行為に関してはほとんど認められていなかった 47のが実情であった。 
一方、2000 年の地方分権一括法施行以降、多くの自治体で公開空地の運用についての独

自基準が定められるようになった。こうした背景のもと、多くの自治体で、地域活動の活発
化につながる公開空地の占用行為を可能にする運用基準についても広まりが見られる 48。

 
42 大野英一・輿水肇：総合設計制度におけるアトリウム公開空地の現況と課題, 日本都市計画学会学術研
究論文集, Vol.32, pp.319-324, 1997.10 
43 李知映・仙田満・矢田努：アトリウム公開空地の整備および管理に関する研究-総合設計制度の運用と
行政指導の実態-, 日本建築学会計画系論文集, No.600, pp.129-136, 2006.2 
44 泉山塁威・秋山弘樹・小林正美：都心部における「民有地の公共空間」の活用マネジメントに関する研
究-「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」・まちづくり団体登録制度の調査・分析を通して-, 日本建築
学会計画系論文集, Vol.80, No.710, pp.915-922, 2015.4 
45 石井拓弥・岡井有佳：総合設計制度における公開空地の占用行為に関する一考察-東京のしゃれた街並
みづくり推進条例に着目して-, 日本都市計画学会関西支部研究発表会講演概要集, Vol.18, pp.57-60, 2000 
46 天明周子・小林重敬：エリアマネジメントの視点から見た「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に
関する研究-公共空間の活用を中心に-, 日本都市計画学会都市計画論文集, No.41-3, pp.331-336, 2006.10 
47 河本雄介・中島直人：公開空地における占用行為に関する自治体独自の運用基準とその設定プロセス, 
日本建築学会技術報告集, Vol.22, No.55, pp.1127-1130, 2016.10 
48 坂井文：特定街区制度における有効空地の管理と利用に関する基礎研究-都市計画制度による有効空地
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東京都で 2003 年に定められた、東京のしゃれた街並みづくり推進条例（以下「しゃれ街条
例」）もその一つであり、公共空間活用の制度の中でも先駆的に施行された。 
 しゃれ街条例における「まちづくり団体の登録制度」では、まちの魅力を高める活動を主
体的に行う団体として登録されると、地域の賑わい向上のための公開空地の弾力的な利活
用が認められ、通常制限されている公開空地での有料イベントや一時占用の条件の緩和、公
開空地の利用のための手続きの簡素化がなされる。具体的に可能になる内容は表 2-3 に示
す。 
 

表 2-3 まちづくり団体登録制度により可能になる活動 49 

 

 
 2021 年 3 月末時点で 90 の団体が登録されている。初期には大規模な再開発後に組織を
登録し活動を始めた例が多かったが、近年では、竣工から長いものでは 50 年以上が経過し
てから登録される例もある。その背景として、再開発ビルの老朽化や魅力の低下などへの対
応が挙げられる。 
 制度の課題としては、特に竣工から年月の経った登録事例においては、活用の想定されて
いない段階の設計によるものでは実際に活用しようとした際に施設や動線の面で不都合が
生じる場合があることが挙げられる。 
 
 ここまで、公開空地の利活用促進の面に着目し、しゃれ街条例について取り上げた。この
ほか近年の公開空地の潮流として、質の向上への取組みも挙げることができる。 
東京都では 2007 年に「公開空地等のみどりづくり指針」が定められ、公開空地内のみど

 
の継続的な維持と運用に向けて-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.49, No.3, pp.1023-1028, 2014.10 
49 東京都都市整備局「まちづくり団体の登録制度」, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/fop_town/pdf/machidukuri.pdf?2021=（2022.1.15 最終
閲覧）をもとに作成 

登録前 登録後

イベントの種類 無料の公益的イベントのみ可能

無料の公益的イベントに加えて、以下の活動のうち内容等
がまちの活性化に資すると認められるものは一定の条件下
で可能
・有料の公益的イベント（コンサート、展覧会など）
・オープンカフェ（既存飲食店舗に面したスペースの確保
など）
・物品販売（屋台・フリーマーケット・物産市など）

活用日数 年間180日まで
有料の公益的イベントは年間180日まで
無料の公益的イベント、オープンカフェ等は日数制限なし

申請 活用の都度、事前申請が必要 登録期間中のイベントの事前申請等の手続を一部省略可
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りの質向上が図られている。この指針は、緑被率のような従来の定量的な緑化誘導に加え、
①公共や民間のみどりとのネットワークの形成、②ヒューマンスケールにおける快適なみ
どり空間の創出、③見通し等が確保された安全な空間の創出、④造園の魅力が引き出された
美しい空間の創出、という 4 つの定性的な目標に基づき、企画構想段階から行政と事業者
の間での協議において個別の事業毎に柔軟に公開空地の内容を検討し、周辺のみどりとの
連携が取れた質の高い空間に誘導するというものである。民有地の緑化を協議調整プロセ
スにより誘導するという全国的にも先進的な取り組みである。この協議について、緑空間の
快適性や周辺の緑との連続性などの定量的な緑化基準では誘導できない内容に関して事業
者に検討させる機会となり得ることや、総合設計において公開空地の質を数値で評価する
質係数といったツールの形骸化を防ぐ効果も認められる 50ことが評価されている。 
 
以上のように、公開空地の利活用促進や環境性能の向上を図る制度が策定され、実際の運

用を通して公開空地はより魅力的な空間とされていく傾向が見て取れる。こうして現在で
は、公開空地は単にオープンスペースが確保された場という従来の設置目的を超え、積極的
に質を高め活用を進めることが歓迎される空間として扱われるようになっていると言える。 
公開空地の利活用促進や環境性能向上という観点では、公開空地の占用などを可能にす

る取り組みとして先進的であったしゃれ街条例の導入された 2003年が大きな転換点として
重要であると考えられる。 
  

 
50 瀬島由実加・村上暁信・有田智一：民有地緑化誘導における協議調整プロセスの実態と課題-東京都
「公開空地等のみどりづくり指針」に基づく協議を事例に-, 日本都市計画学会都市計画論文集, Vol.52, 
No.3, pp.1256-1261, 2017.10 
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2.3 小括 

本章では、行政資料や既往研究の文献調査に基づき、公開空地の関連制度の変遷を通時的
に整理し、現在の公開空地の運用に至るまでの流れを示した。本章で整理した事項は図 2-5
の年表に示している。 
公開空地は 1963 年の特定街区の改定によって導入された。その後、関連する制度の拡充

を受けて公開空地の位置付けは変化してきており、その論点について以下の 3つを示した。 
 

① 公開空地が容積率緩和の数ある条件の 1 つとなった 
1976 年に東京都での総合設計の運用において公開空地以外の容積率緩和手段が設定さ
れたことに続き、その後も社会課題に対応したさまざまな緩和措置が創設された。 

② 公開空地として扱われる空間の種類の拡大 
1986 年にアトリウムが公開空地として認められ、またそれに続いて中庭や屋上も公開
空地として認められたことで、屋内空間や敷地外に直接接続しない空間が公開空地の
規定に加えられることとなった。これにより公開空地は必ずしも建築物周囲のオープ
ンスペースを指し示さなくなった。 

③ 公開空地の利活用促進や質の重視 
2003 年に東京都で制定された「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」をはじめとし
て、自治体ごとに公開空地の占用などを可能にする制度が創設されたことで、公開空地
の活用方法の制限が緩和されていった。 

 
続く第 3 章では、本章で述べた公開空地の関連制度のうち、公開空地を創出する制度で

ある特定街区・総合設計・再開発等促進区を定める地区計画・高度利用地区・都市再生特別
地区の実際の適用状況を把握し、これら各制度の東京都区部における超高層建築物の建設
や公開空地の整備への寄与について述べる。 
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図 2-5 公開空地の関連制度の年表 



48 
 

 
 
 



49 
 

 
 
 
 
 
 

第３章 

超高層建築物の建設と公開空地の整備の現況 
 
3.1 超高層建築物データベースの構築 
3.2 都市開発諸制度の適用数 
3.3 都市開発諸制度の適用地区の立地 
 3.3.1 特定街区の適用地区の立地 
 3.3.2 総合設計の適用地区の立地 
 3.3.3 再開発等促進区を定める地区計画の適用地区の立地 
 3.3.4 高度利用地区の適用地区の立地 
 3.3.5 都市再生特別地区の適用地区の立地 
 3.3.6 各区における都市開発諸制度の適用状況 
3.4 超高層建築物の築年数の経過 
3.5 小括 

 
  



50 
 

3.1 超高層建築物データベースの構築 

 本研究では、公開空地の調査をする上での基礎情報として、東京都区部の超高層建築物の
位置情報や適用制度等をまとめた超高層建築物データベースを構築した。都市開発諸制度
の適用状況の整理を通して、公開空地の整備を伴った超高層建築物の情報の整理を行う。 
データベースは 2013 年の出口・宋による調査 1、および 2017 年の和田による調査 2時に

作成されたものに対して、その後新規に建設または解体された超高層建築物の情報を追加・
修正を行うことで構築し、2020 年時点でのデータベースとして用いることのできるよう情
報を整理した。 
データの出典として東京都都市整備局発行の「建築統計年報 2020 年版」3の「超高層建

築物一覧表」を用い、東京都区部に位置している超高層建築物の情報を抽出した。また、こ
の一覧表には記載されていない以下の情報を別途調査して情報を追加した。 
 
・ 建築物の通称 

超高層建築物一覧表に記載された建築物名が、建設時点のものであり現在の名称と異な
る場合や、プロジェクト計画時の仮称である場合があった。そのため、建築物の現在の
名称や一般に用いられている施設名称をGoogle Mapやマンション情報サイト等で調査
し、「通称」としてデータベースに追加した。 
 

・ 緯度および経度 
超高層建築物一覧表に記載された物件名をもとに、行政ホームページ、企業プレスリリ
ース、マンション情報サイト等から建築物の位置を確認し、Google Map を用いて緯度
および経度の情報を取得した。 

  

 
1 出口敦,宋俊煥：群化する超高層の時代-超高層建築の動向から見る 21 世紀初頭の東京都心-, 都市計画, 
Vol.63, No.1, 2014 年 2 月 
2 和田拓実：東京 23 区における超高層建築物の増加プロセスに関する研究, 東京大学学位論文, 2018.1 
3 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課「建築統計年報 2020 年版」, 2021.1 
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・ 適用された都市開発諸制度 
特定街区、再開発等促進区を定める地区計画、高度利用地区、都市再生特別地区の 4 制
度については、指定範囲を各区都市計画図等から把握し、GIS を用いて地図上に描画し
た。その上に、緯度および経度から求めた建築物の位置情報を重ね合わせることで、上
記 4 制度の建築物への適用状況を調査した。また、総合設計については、東京都都市整
備局による「東京都総合設計制度許可実績一覧表 4」に記載されたプロジェクトをデー
タベース内の建築物の情報と照合し、一致するものを抽出することによって適用状況を
把握した。 

 
以上の方法で、超高層建築物 1304 棟の情報が整理された。これらを、2020 年時点で現存

するもの、2020 年時点で解体済みのもの、2021 年以降に竣工予定であるもの、計画の中止
等で状況が不明であるものの 4 つに分類した。分類ごとの棟数は表 3-1 の通りである。な
お、データベースは巻末に資料として付している。 
 

表 3-1 超高層建築物の状態の分類 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 東京都都市整備局「東京都総合設計制度許可実績一覧表」, 
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/list_sogo01.html（2022.2.2 最終閲覧） 

状態 棟数
現存 1195
解体 31

2021年以降竣工 54
不明 24
合計 1304
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3.2 都市開発諸制度の適用数 

 前節で構築した超高層建築物データベースをもとに、本節以降では都市開発諸制度によ
る超高層建築物の建設およびそれに伴う公開空地の創出への寄与に着目する。 
 まず、都市開発諸制度の適用地区数と都市開発諸制度を適用して建設された超高層建築
物の棟数を表 3-2 に示す。適用地区数は 2020 年までに指定されたものを対象として集計す
る。また、棟数は、2020 年までに建設された超高層建築物を対象として、2020 年時点で現
存する 1195 棟と 2020 年時点で解体済みの 31 棟の計 1226 棟を集計の対象とする。なお、
複数の制度が重複して適用されている建築物が存在するため、制度ごとの棟数の和と合計
棟数は一致しない。 

 
表 3-2 都市開発諸制度の適用状況 5,6,7,8,9 

 

  

 
5 東京都都市整備局「特定街区プロジェクト一覧」,  

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/list_tokute.html（2022.1.9 最終閲覧） 
6 東京都都市整備局「東京都総合設計制度許可実績一覧表」,  

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/list_sogo01.html（2022.1.9 最終閲覧） 
7 東京都都市整備局「再開発等促進区を定める地区計画一覧」,  

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/list_saikaihatu.html（2022.1.9 最終閲覧） 
8 東京都都市整備局「高度利用地区指定一覧」,  

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/list_koudo.html（2022.1.9 最終閲覧） 
9 東京都都市整備局「東京都における都市再生特別地区決定一覧」,  

https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/cpproject/intro/list_saisei.html（2022.1.9 最終閲覧） 

現存 解体済み

特定街区 62 64 63 1

総合設計 745 417 411 6

再開発等促進区を定める地区計画 83 190 190 0

高度利用地区 156 150 149 1

都市再生特別地区 50 52 50 2

上記のうち1つ以上を適用 - 798 790 8

適用なし - 428 405 23

合計 - 1226 1195 31

制度名 適用地区数 超高層棟数
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表 3-2 によると、5 つの制度のいずれも適用せずに建設されたものが 428 棟で全体の約
35%を占める一方で、5 つの制度のうち少なくとも 1 つを適用して建設されたものが 798 棟
で全体の約 65%にのぼる。ここから、東京都区部における建築物の高層化に対する都市開
発諸制度の寄与の大きさが読み取れる。またそれに付随して、公開空地も数多く整備されて
いると考えられる。 
 適用地区数、棟数ともに、総合設計が最も多い。総合設計の制度創設の背景の一つとして
ある都市計画決定が不要であることにより制度の活用を後押ししたことの効果が表れてい
るものと考えられる。なお、総合設計においては適用地区数が棟数を大きく上回る約 1.8 倍
となっているが、総合設計が適用された建築物には、本研究で超高層建築物の基準とした
60m に満たないものも多く存在していることがその理由である。 
 一方、再開発等促進区を定める地区計画では、棟数が適用地区数を大きく上回り、約
2.3 倍となっている。これは、指定地区 1 地区あたりの面積が広く、その中に複数棟の超
高層建築物が建設されることが理由である。まとまった規模を有する低未利用地の有効活
用を図ることを趣旨として創設された制度が有効に機能していることを示していると考え
られる。 
 都市再生特別地区については、棟数が適用地区数を上回っているのは再開発等促進区を
定める地区計画と同様に、1 つの指定地区内に複数棟の超高層建築物が建設されているこ
とが理由である。和田（2018）による 2016 年時点での集計では、適用地区数 41 地区に対
して棟数は 33 棟と、適用地区数が棟数を上回っていた。その理由として、建築物がまだ
未竣工であるエリアでも地区の指定が進んでいたことが挙げられている。一方現在では、
都市再生特別地区内での開発が進行し、建築物が相次いで竣工したことで、適用地区数を
棟数が上回ったものと考えられる。 
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3.3 都市開発諸制度の適用地区の立地 

 続いて本節では、都市開発諸制度の適用地区の立地や、各区での制度の適用状況に着目す
ることで、公開空地の分布について考察する。 
 まず、現存する超高層建築物の立地を地図上に示したものが図 3-1 である。都市開発諸制
度の適用有無で色分けしている。 
 

 
図 3-1 超高層建築物の立地 10 

 
 図 3-1 によれば、超高層建築物は千代田区・中央区・港区（以下「都心 3 区」）、池袋
駅・新宿駅・渋谷駅周辺、臨海部に特に集中的に立地しているが、その他の区にも広く立
地していることが分かる。 
以降では、超高層建築物の適用制度ごとの立地に着目し、公開空地の創出の観点から考察

を加える。 
 

 
10 国土交通省国土数値情報ダウンロードサービス（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/（2022.2.2 最終閲覧））よ
り取得したデータを QGIS により加工して地図を作成した。 
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3.3.1 特定街区の適用地区の立地 

 
図 3-2 特定街区を適用した超高層建築物の立地 10 

 
 図 3-2 によれば、特定街区を適用した超高層建築物は、都心 3 区および新宿区を中心に
立地している。表 3-2 に示したように適用例の絶対数は総合設計・再開発等促進区を定める
地区計画・高度利用地区よりも少ないが、都市開発諸制度の中でも制度の歴史が最も古く、
都市開発に歴史的に用いられることで公開空地を創出してきたと考えられる。 
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3.3.2 総合設計の適用地区の立地 

 
図 3-3 総合設計を適用した超高層建築物の立地 10 

 
 図 3-3 によれば、総合設計を適用した超高層建築物は、葛飾区を除く 22 区に立地してお
り、都心部に限らない各地で公開空地の創出に貢献していることが推察される。適用のため
の敷地規模の要件が他制度よりも緩いことから、必ずしも大規模ではない事業にも適用さ
れることがその背景にあると考えられる。 
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3.3.3 再開発等促進区を定める地区計画の適用地区の立地 

 
図 3-4 再開発等促進区を定める地区計画を適用した超高層建築物の立地 10 

 
 図 3-4 によれば、再開発等促進区を定める地区計画を適用した超高層建築物は、工場、鉄
道操車場跡地などのまとまった規模を有する低未利用地の土地利用転換を図るという制度
の趣旨に従い、鉄道施設跡地が再開発された汐留周辺や品川駅周辺や、工場跡地が再開発さ
れた大崎駅周辺に多く立地している。その他臨海部の開発でも用いられている。以上のよう
な大規模な再開発において、再開発等促進区を定める地区計画は公開空地の創出に貢献し
ていると考えられる。 
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3.3.4 高度利用地区の適用地区の立地 

 
図 3-5 高度利用地区を適用した超高層建築物の立地 10 

 
 図 3-5 によれば、高度利用地区を適用した超高層建築物は、台東区と杉並区を除く 21 区
に立地している。都心部に限らず立地し公開空地を創出していると考えられる点では総合
設計と類似した傾向を持つと言えるが、高度利用地区への指定は市街地再開発事業を行う
要件の一つであることから、主に鉄道駅の近くに立地している点が総合設計との違いであ
る。 
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3.3.5 都市再生特別地区の適用地区の立地 

 
図 3-6 都市再生特別地区を適用した超高層建築物の立地 10 

 
 図 3-6 によれば、都市再生特別地区を適用した超高層建築物の立地は千代田区・中央区・
港区・新宿区・品川区・渋谷区に限られるが、これは都市再生特別地区が都市再生緊急整備
地域内でのみ指定されることによる。東京都における都市再生緊急整備地域は、「東京都心・
臨海地域」「秋葉原・神田地域」「品川駅・田町駅周辺地域」「新宿駅周辺地域」「大崎駅周辺
地域」「渋谷駅周辺地域」「池袋駅周辺地域」の 7 つが指定されている 11。 
 
以上、超高層建築物の適用制度ごとの立地を確認し、公開空地の創出という観点から考察

を行った。 
  

 
11 内閣官房・内閣府総合サイト 地方創生「都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域の一
覧」, https://www.chisou.go.jp/tiiki/toshisaisei/kinkyuseibi_list/index.html（2022.1.12 最終閲覧） 
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3.3.6 各区における都市開発諸制度の適用状況 

 続いて、区別の制度の適用状況に着目する。現存するものおよび解体済みのものを集計対
象とし、各区で都市開発諸制度を適用して建設された超高層建築物の棟数を表 3-3 に示す。 
超高層建築物の棟数の特に多い千代田区・中央区・港区・新宿区・江東区・品川区・渋谷

区に着目すると、全棟数に対する制度が適用された棟数の割合が高い傾向にある。これらの
区では建築物の高層化への需要が高く、積極的に制度が活用されていると考えられる。した
がって、これに伴い多くの公開空地も供給されているものと考えられる。 
一方、文京区・台東区・大田区・中野区・北区・板橋区・葛飾区・江戸川区の 8 区では、

制度を適用して建設されたものより、制度を適用せずに建設されたものの方が多い。これら
の 8 区では超高層建築物の建設棟数の絶対数自体も少ないため、そもそも高層化への需要
が低いものと考えられる。そのため、都市開発諸制度による公開空地創出の効果は限定的と
なっていると考えられる。 
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表 3-3 各区の都市開発諸制度適用数 

 
  

千代田区 中央区 港区 新宿区 文京区
棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合

特定街区 19 9.5 8 7.0 9 3.0 18 18.9 0 0.0
総合設計 65 32.3 48 41.7 118 39.9 27 28.4 6 17.6
再開発等促進区を定める地区計画 8 4.0 22 19.1 66 22.3 10 10.5 1 2.9
高度利用地区 9 4.5 38 33.0 17 5.7 18 18.9 3 8.8
都市再生特別地区 18 9.0 15 13.0 7 2.4 1 1.1 0 0.0
上記のうち1つ以上を適用 114 56.7 101 87.8 203 68.6 71 74.7 9 26.5
適用なし 87 43.3 14 12.2 93 31.4 24 25.3 25 73.5
合計 201 115 296 95 34

台東区 墨田区 江東区 品川区 目黒区
棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合

特定街区 2 9.1 1 4.3 0 0.0 3 3.3 0 0.0
総合設計 8 36.4 6 26.1 20 22.2 32 35.2 5 35.7
再開発等促進区を定める地区計画 0 0.0 3 13.0 39 43.3 26 28.6 1 7.1
高度利用地区 0 0.0 10 43.5 6 6.7 9 9.9 4 28.6
都市再生特別地区 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 6.6 0 0.0
上記のうち1つ以上を適用 10 45.5 17 73.9 63 70.0 67 73.6 9 64.3
適用なし 12 54.5 6 26.1 27 30.0 24 26.4 5 35.7
合計 22 23 90 91 14

大田区 世田谷区 渋谷区 中野区 杉並区
棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合

特定街区 0 0.0 0 0.0 3 4.1 0 0.0 0 0.0
総合設計 7 31.8 5 33.3 29 39.2 1 8.3 4 80.0
再開発等促進区を定める地区計画 0 0.0 5 33.3 0 0.0 1 8.3 0 0.0
高度利用地区 3 13.6 3 20.0 3 4.1 4 33.3 0 0.0
都市再生特別地区 0 0.0 0 0.0 5 6.8 0 0.0 0 0.0
上記のうち1つ以上を適用 10 45.5 13 86.7 40 54.1 5 41.7 4 80.0
適用なし 12 54.5 2 13.3 34 45.9 7 58.3 1 20.0
合計 22 15 74 12 5

豊島区 北区 荒川区 板橋区 練馬区
棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合

特定街区 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
総合設計 16 42.1 2 20.0 3 18.8 2 28.6 4 26.7
再開発等促進区を定める地区計画 4 10.5 0 0.0 2 12.5 0 0.0 0 0.0
高度利用地区 3 7.9 1 10.0 7 43.8 1 14.3 4 26.7
都市再生特別地区 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
上記のうち1つ以上を適用 22 57.9 3 30.0 12 75.0 3 42.9 8 53.3
適用なし 16 42.1 7 70.0 4 25.0 4 57.1 7 46.7
合計 38 10 16 7 15

足立区 葛飾区 江戸川区 全体
棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合 棟数 割合

特定街区 0 0.0 0 0.0 0 0.0 64 5.2
総合設計 4 28.6 0 0.0 5 38.5 417 34.0
再開発等促進区を定める地区計画 2 14.3 0 0.0 0 0.0 190 15.5
高度利用地区 4 28.6 1 25.0 2 15.4 150 12.2
都市再生特別地区 0 0.0 0 0.0 0 0.0 52 4.2
上記のうち1つ以上を適用 7 50.0 1 25.0 6 46.2 798 65.1
適用なし 7 50.0 3 75.0 7 53.8 428 34.9
合計 14 4 13 1226
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3.4 超高層建築物の築年数の経過 

 本節では、超高層建築物の竣工年に着目し、公開空地の竣工からの経年の状況を考察する。 
 図 3-7 に、現存する超高層建築物の年別の建設棟数を示した。都市開発諸制度の適用の有
無で色分けもしている。図 3-7 によれば、超高層建築物の建設棟数は 2000 年代半ばに増加
のピークを迎えている。また、都市開発諸制度を適用して建設されたものに限って見ても同
様の傾向にあることから、公開空地もこの時期に整備された数が増加のピークであると考
えられる。 
 

 
図 3-7 超高層建築物の年別建設棟数 
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続いて、図 3-8 に超高層建築物の年別の累計建設棟数を示した。図 3-8 からは超高層建築
物および公開空地の新たな供給が継続的に行われてきたことが示されているが、このこと
は、今後は老朽化への対応も継続的に迫られることを意味しているとも言える。例えば、
1980 年までに建設されたものの総数は 63 棟、1990 年までに建設されたものの総数は 168
棟、2000 年までに建設されたものの総数は 409 棟であることが図 3-8 から分かるが、これ
らの数字はそれぞれ 2020 年時点、2030 年時点、2040 年時点で竣工から 40 年を迎える棟
数でもある。この 40 年という区切りは一例に過ぎないが、経年への対応が必要となる超高
層建築物および公開空地の数は今後著しい増加が見込まれることが分かる。 
 

 

図 3-8 超高層建築物の年別の累計建設棟数 
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3.5 小括 

本章では、超高層建築物データベースの構築とそれに基づく分析を通して、超高層建築物
の建設に対する都市開発諸制度の適用状況を把握し、公開空地の創出に与えた影響を考察
した。 

3.2 では、東京都区部でこれまで建設された超高層建築物 1226 棟のうち約 65%にあたる
798 棟が都市開発諸制度の適用を受けて建設されていることを示した。また、それに付随す
る公開空地も数多く整備されてきていることが示唆された。 

3.3 では、超高層建築物および公開空地は都心 3 区を中心に区部全体に広く分布している
ことを示した。また、各制度の適用された超高層建築物の立地および各区での制度の適用状
況をもとに、制度ごとの分布の特徴を示した。 

3.4 では、超高層建築物の建設棟数の推移を示した。これにより、今後経年への対応が必
要となる超高層建築物および公開空地の数が著しく増加すると見込まれることが示唆され
た。 
続く第 4 章では、本章で構築したデータベースの中から、都市開発諸制度の適用を受け

ることで公開空地を伴っている超高層建築物でありかつ竣工が 2003年以前であるものを抽
出し、それらの公開空地の竣工時と現在の空間構成の比較を行う。 
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本章では、東京都区部の公開空地を対象に、竣工時と現在の空間構成の変化を調査し、公
開空地の経年変化やニーズの変化への対応の状況を整理する。また、空間構成の変化に関連
する要因を考察し、今後の公開空地の更新に向けた知見を得る。 

 

4.1 調査方法 

 日本の公開空地に相当するニューヨーク市の Privately Owned Public Space（POPS）を
対象として更新の状況を調査した堀・土田（2016）1は、POPS の更新について、「空地の構
成する要素に対して、新設、増設、改修といった場合を「新設等」、従前の空地の構成要素
が確認できない場合を「撤去」と集計した。これら「新設等」及び「撤去」を合わせた用語
に「更新」を用いる。」と定義している。本研究における公開空地の空間構成の変化の調査
でも、この堀らの考え方を参考とし、公開空地の構成要素の新設または撤去が確認された場
合に、構成要素が変化したものと判断することとする。 
 堀らは、313 事例の POPS に対して、各 POPS で過去に撮影された写真と同じ画角から
の現地観察を行い、POPS の更新の実態を明らかにした。その結果、138 事例(44%)の POPS
での更新が確認されている。過去の POPS の様子を知るための写真資料は、2000 年発行の
既往文献内でまとめられていたものを出典としている。 
 本章では、東京都区部の公開空地を対象に、堀らの方法も参考とし、過去に撮影された公
開空地の写真を現況と比較することで、公開空地の更新の状況の把握を行う。過去の写真の
出典としては、雑誌「新建築」（新建築社）と「近代建築」（近代建築社）の 2 誌に掲載され
ている写真を用いた。 
 雑誌記事の掲載内容を分析対象とした既往研究としては、小林・鈴木・舟橋・木多・李
（2004）2や、齋藤・十代田・津々見（2008）3、津島・後藤・吉江（2018）4がある。公開
空地の計画コンセプトを「新建築」の記事の解説文の言語分析から明らかにした齋藤らは、
「新建築」を資料として用いた理由として、出版期間が特定街区制度の創設から現在まで対
応していることや、多数の事例の抽出が期待できることを挙げている。また、再開発等促進 

 
1 堀聖弘・土田寛：ニューヨーク市の Privately Owned Public Space の更新に関する基礎的研究-空地創出
に関する制度の考察を通して-, 日本建築学会計画系論文集, Vol.81, No.728, pp.2141-2151, 2016.10 
2 小林健治・鈴木毅・舟橋國男・木多道宏・李斌：パブリックオープンスペースの設計コンセプトにみる
人間-環境関係に関する研究, 日本建築学会計画系論文集, No.578, pp.71-76, 2004.4 
3 齋藤直人・十代田朗・津々見崇：公開空地・有効空地の計画コンセプトと利用実態に関する研究, 日本
都市計画学会都市計画論文集, No.43-3, pp.223-228, 2008.10 
4 津島英征・後藤春彦・吉江俊：東京における再開発等促進区 77 事例にみる都市更新の変遷-地区計画の
目標と建築専門雑誌記事に着目して-, 日本建築学会計画系論文集, Vol.83, No.746, pp.659-669, 2018.4 
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区の指定地域を対象として再開発の位置づけや計画コンセプト等を「新建築」および「近代
建築」の記事をもとに分析を行った津島らは、建築ジャーナリズムの中で最も代表的でかつ
長期に渡って継続的に発行されていることを背景として、「新建築」と「近代建築」の 2 誌
を分析に用いている。また、「新建築」および「近代建築」2 誌の特徴としてその他に、写
真を豊富に掲載した誌面構成であることや、建築物の竣工から間もない時期にその建築物
を記事に取り上げていることが挙げられる。以上を理由として、竣工時の様子を収めた写真
を多数入手できる「新建築」および「近代建築」の 2 誌を、公開空地の現況を過去の様子と
比較する本研究における出典として用いることとした。 
 なお、雑誌を出典とする上での問題点として、パブリックスペースの設計コンセプトの分
析の資料として「新建築」を用いた小林らは、特定の雑誌を出典とする手法では実在するす
べてのパブリックスペースを対象とした分析は行えないことに言及している。齋藤らも、
「単一の雑誌を用いることで雑誌編集による偏りをもつ可能性」を指摘している。 
また、公開空地の現況を過去の写真と比較するという手法についての問題点について、堀

らは、過去の様子を把握できるのは写真に写っている画角の範囲内に限られることに言及
している。 
またその他に、雑誌の誌面で掲載される写真は設計上の特徴のある部分に偏ることや、建

築物自体の紹介に焦点を当てている記事では公開空地を含む外構部分が写っている写真の
掲載数が限られることが問題点として考えられる。 
雑誌を出典として入手した写真を用いる調査・分析には以上のような制約があることに

留意する必要がある。 
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4.2 調査対象の抽出 

 本節では、空間構成の変化の調査対象とする公開空地を抽出する。 
 まず、第 3 章で構築した超高層建築物データベースをもとに、東京都区部で公開空地を
伴う超高層建築物のうち竣工から一定程度の年数の経過しているものを抽出する。具体的
には、超高層建築物データベース内に記録されている建築物のうち未竣工のものや解体済
みのもの等を除いた、現存する 1195 棟から、 
①都市開発諸制度のいずれかが適用 
②2003 年以前に竣工されたもの  

の 2 条件を満たすものを抽出した。 
①の条件は、都市開発諸制度を適用して建設された建築物には原則として 5,6公開空地が

整備されていることによる。②の条件については、第 2 章で述べた公開空地の制度内での
位置づけの転換点として、公開空地の利活用促進の潮流が明確化した「東京のしゃれた街並
みづくり推進条例」が策定された 2003 年が一つの区切りであるという考えに基づく。2003
年以前に整備された公開空地の現在の状況を整備当時と比較することで、空間構成にどの
ような変化が表出しているか検討する。 
以上の基準の設定の結果、359 棟が抽出された。 
 
また、上記の方法では抽出されなかった超高層建築物のうち、既往研究 7で公開空地の改

修について扱われている事例として「霞が関ビル」を調査対象に追加した。霞が関ビルの竣
工年は、超高層建築物データベース上では低層部増築改修工事が完了した 2009 年 8が記録
されているが、実際には特定街区の適用のもとで 1968 年に竣工しているため、このような
取り扱いを行うものとする。霞が関ビルの追加により計 360 棟が抽出された。 
 
  

 
5 高度利用地区のうち、機能更新型高度利用地区では公開空地の確保が必須とされていない。この制度が
適用される場合には、建物用途の指定を根拠に公開空地の確保を伴わずとも容積率の緩和が可能である。
ただし、機能更新型高度利用地区の適用事例は数が限られることから、公開空地を伴う建築物の抽出には
支障がないものと判断した。文献 6 によれば、この制度は、特定の時間帯に交通需要が逼迫することのな
い建物用途の特性を持つ地域での適用を意図している。 
6 明石達生：都市計画規制の緩和制度の系譜と東京の構造変化, 都市計画, Vol.63, No.2, pp.8-13, 2014.4 
7 出口敦・宋俊煥：公開空地等の公共空間ストック形成の潮流と変遷, 都市計画, Vol.64, No.5, pp.22-29, 
2015.10 
8 鹿島建設株式会社「日本初の超高層ビル、霞が関ビルのリニューアル 経年優化を目指したストック活
用の都市再生」, https://www.kajima.co.jp/tech/renewal/ex/index.html#3（2022.1.7 最終閲覧） 
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 続いて、これら 360 棟に対して、過去に「新建築」または「近代建築」で取り上げられ、
その誌面上で公開空地の写真が確認でき、現地調査により誌面の写真と現況との比較が可
能であるものを抽出した。その結果、105 棟が抽出された。複数の建築物に対して一体とな
った公開空地を持つ事例があったため、以下では超高層建築物の棟数ではなく公開空地の
件数で事例数を把握することとし、計 98 ヶ所の公開空地を対象として扱う（表 4-1）。これ
らの公開空地に対する現地調査を通して、誌面から入手した公開空地の過去の写真と現況
との比較を行い、空間構成の変化を調査した。次節以降でその調査結果を述べる。 
 

表 3-1 調査対象とする公開空地の抽出 

 
※制度が重複して適用されている事例が存在するため、各項目の総計は合計の値と一致し
ていない。 
 
 
  

棟数 公開空地数
合計 360 105 98

特定街区 48 24 24
総合設計 201 52 51

再開発等促進区を定める地区計画 61 16 13
高度利用地区 61 27 21

都市開発諸制度を適用し
2003年以前に竣工した超
高層建築物(棟数)

雑誌記事で公開空地の写
真を確認でき、現況との
比較が可能であったもの
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4.3 調査結果 

 前節で抽出した超高層建築物 105棟に対して付随する公開空地 98ヶ所の現地調査を行っ
た。雑誌の誌面から入手した公開空地の過去の写真と同一画角からの観察および写真撮影
によって、現況と過去の様子とを比較し、空間構成にどのような変化が起こっているのかを
把握する。  
 また、一部事例では、公開空地範囲外となっているオープンスペースでも公開空地と隣接
するなどして一体的に使われている範囲も調査対象とした。湯澤（2020）9が示すように、
公開空地としては扱われていなかった部分が、改修工事の後には公開空地として扱われる
ように取り扱いを変更した例がある。公開空地の更新を捉える本研究では、現在公開空地と
して扱われている部分だけでなく、将来的に公開空地として扱われ得る部分の変化に着目
することも意義があると考えたことがその理由である。 
現地調査は 2021 年 11 月 6 日から 2022 年 1 月 3 日の間に行った。98 ヶ所の公開空地の

現地調査の結果、空間構成に何らかの変化が見られなかった事例は 34 件、見られた事例は
64 件であった（表 4-2,4-3、図 4-1）。なお、表 4-2,4-3 中の「通し番号」は、第 3 章の超高
層建築物データベースの番号と対応している。空間構成の変化の具体的な内容については
次節以降で述べる。 

 
  

 
9 湯澤晶子：新宿三井ビルディングにおける特定街区有効空地の改修設計, 日本建築学会技術報告集, 
Vol.26, No.64, pp.1155-1160, 2020.10 
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表 4-2 空間構成に変化の見られなかった事例 

 
 
  

通し番号 通称 区 竣工年 適用制度 高さ(m) 敷地面積(㎡) 建築面積(㎡) 延べ面積(㎡) 備考
5 ガーデンエアタワー 千代田区 2003 総合設計 152.60 11,882 5,221 93,155
8 シニアワーク東京・トミンタワー 飯田町3丁目 千代田区 1996 総合設計 103.50 5,495 3,159 41,971

22 富国生命ビル 千代田区 1980 特定街区 120.00 7,453 2,189 89,362
23 日比谷国際ビルヂング 千代田区 1981 特定街区 127.85 10,396 3,139 128,461
44 朝日生命大手町ビル 千代田区 1971 特定街区 113.10 　 　 49,857

101 住友不動産猿楽町ビル 千代田区 1992 総合設計 76.20 3,425 1,326 26,133
142 パシフィックセンチュリープレイス丸ノ内 千代田区 2002 総合設計 149.80 6,383 2,993 81,693
175 ＤＮタワ－２１ 千代田区 1995 特定街区 100.45 7,438 6,094 97,966
199 王子製紙本社ビル 中央区 1991 高度利用地区 81.40 2,443 1,132 22,089
202 時事通信ビル 中央区 2003 総合設計,高度利用地区 73.00 3,158 2,027 28,221
212 東京住友ツインビル 中央区 1988 総合設計 98.76 20,504 6,439 128,097
215 築地松竹ビル　 中央区 2002 総合設計 105.05 5,461 2,531 54,079
222 興和住生築地ビル 中央区 1985 総合設計 94.01 6,708 1,594 40,714

249 浜町センタ－ビル 中央区 1993
再開発等促進区を定める
地区計画

84.70 4,630 3,095 43,213

260 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーW棟 中央区 2000
再開発等促進区を定める
地区計画,高度利用地区

87.60 12,764 3,303 31,613

273 ANAインターコンチネンタルホテル東京 港区 1986 高度利用地区 132.85 10,964 8,940 98,331
329 日新ビル 港区 1993 総合設計 63.90 3,060 1,489 22,538
386 日本電気本社ビル 港区 1990 特定街区 180.00 21,283 6,521 145,011
403 芝浦スクエアビル 港区 1989 総合設計 95.30 11,460 1,908 50,924
413 住友不動産芝公園タワー 港区 2001 総合設計 126.45 4,864 2,446 40,131
418 住友芝大門ビル 港区 1986 総合設計 64.60 1,659 978 14,431
423 第一ホテル東京 港区 1993 特定街区 107.40 3,183 2,600 44,282
559 新宿エルタワー 新宿区 1989 特定街区 124.00 7,258 4,846 86,042
586 新宿オークタワー 新宿区 2002 高度利用地区 183.83 16,078 8,597 163,097
632 トッパン小石川ビル 文京区 2000 総合設計 95.80 12,542 5,029 54,219
641 文京グリーンコートセンターオフィス 文京区 1998 総合設計 99.90 38,139 11,866 177,826
669 アルカウエスト 墨田区 1995 総合設計,高度利用地区 92.60 3,755 1,348 35,006 No.670と一体の事例
670 アルカセントラル 墨田区 1997 総合設計,高度利用地区 94.60 18,100 12,669 183,695 No.669と一体の事例
894 渋谷インフォスタワー 渋谷区 1998 総合設計 102.00 5,617 1,843 39,365
896 渋谷セルリアンタワー 渋谷区 2001 総合設計 183.85 9,409 5,242 105,950
914 国際連合大学 渋谷区 1991 特定街区 64.40 17,010 2,896 21,736
919 NTTドコモ代々木ビル 渋谷区 2000 総合設計 239.85 6,273 2,832 51,122
935 新宿マインズタワ－ 渋谷区 1995 総合設計 161.11 11,500 3,659 102,694
941 あいおいニッセイ同和損保 新宿ビル 渋谷区 1989 総合設計 111.90 4,499 1,844 48,900
953 中野坂上サンプライトツイン 中野区 1996 高度利用地区 134.19 13,372 5,500 95,234
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表 4-3 空間構成に変化の見られた事例（1/2） 

 
  

通し番号 通称 区 竣工年 適用制度 高さ(m) 敷地面積(㎡) 建築面積(㎡) 延べ面積(㎡) 備考
13 みずほ銀行内幸町本部ビル 千代田区 1980 総合設計 142.50 13,484 7,302 135,013
16 日比谷U-1ビル 千代田区 1984 総合設計 109.30 5,076 2,293 51,950
18 新幸橋ビルディング 千代田区 1997 特定街区 102.01 7,864 2,321 53,126
28 大手センタービル 千代田区 1983 総合設計 100.00 5,775 2,557 67,412
31 東京サンケイビル 千代田区 2000 総合設計 146.00 6,262 2,960 83,255
36 大手町ファーストスクエア 千代田区 1996 総合設計 97.10 11,042 6,176 146,584
42 大手町野村ビル 千代田区 1996 総合設計 138.00 4,422 2,545 59,945

55 霞が関ビル 千代田区
1968
(※1)

特定街区,再開発等促進区
を定める地区計画(※2)

156.00 11,578 4,243 153,959

57 新霞ケ関ビル 千代田区 1991 総合設計 85.00 7,382 3,170 59,180
67 東京パ－クタワ－ 千代田区 2003 総合設計,高度利用地区 97.60 5,353 3,495 48,243
68 神保町三井ビルデング 千代田区 2003 高度利用地区 97.90 8,093 4,150 88,647

76 三井住友海上 駿河台ビル 千代田区 1984
総合設計,都市再生特別地
区(※3)

103.50 11,970 5,477 75,723

112 プルデンシャルタワ－ 千代田区 2002 総合設計 158.35 8,157 3,478 76,584
178 ニチレイ明石町ビル 中央区 1988 総合設計 74.90 4,163 1,311 22,105
179 聖路加ガーデン 中央区 1993 特定街区 199.93 13,033 9,298 171,668
186 フォアフロントタワー 中央区 1991 総合設計 76.85 12,464 1,273 23,501
218 朝日新聞東京本社 中央区 1980 総合設計 91.00 21,109 6,182 66,302
241 ロイヤルパ－クホテル 中央区 1989 特定街区 77.80 7,415 4,908 56,917
247 IＢＭ箱崎ビル 中央区 1989 総合設計 98.17 24,230 7,184 144,607
272 アーク森ビル 港区 1986 高度利用地区 153.34 11,115 7,860 181,833
301 真福寺 港区 1995 総合設計 64.50 3,176 1,627 21,338

302 愛宕グリ－ンヒルズフォレストタワ－ 港区 2001
再開発等促進区を定める
地区計画

157.26 4,686 1,381 62,475 No.303と一体の事例

303 愛宕グリ－ンヒルズＭＯＲIタワ－ 港区 2002
再開発等促進区を定める
地区計画

186.76 5,491 2,426 86,570 No.302と一体の事例

317 伊藤忠ビル 港区 1980 総合設計 90.90 19,478 9,382 113,442

344 品川インターシティ 港区 1998
再開発等促進区を定める
地区計画

144.50 35,564 20,640 347,126

447 虎ノ門ツインビルディング 港区 1988 総合設計 80.05 9,842 3,199 66,809

475 日本テレビタワー 港区 2003
再開発等促進区を定める
地区計画

192.80 15,659 11,067 210,545

480 汐留シティセンター 港区 2003
再開発等促進区を定める
地区計画

215.75 19,708 9,745 264,976

495 青山ツインビル 港区 1978 特定街区 94.10 8,968 5,329 101,495

514 泉ガ－デンタワ－ 港区 2002
再開発等促進区を定める
地区計画,高度利用地区

201.00 13,402 8,995 157,365 No.515と一体の事例

515 泉ガ－デンレジデンス 港区 2002
再開発等促進区を定める
地区計画,高度利用地区

116.00 3,691 1,675 44,097 No.514と一体の事例

523 六本木ヒルズ森タワ－ 港区 2003
再開発等促進区を定める
地区計画,高度利用地区

238.05 23,001 16,169 379,409 No.524と一体の事例

            棟） 524 Grand Hyatt Tokyo 港区 2003
再開発等促進区を定める
地区計画,高度利用地区

80.52 57,178 9,068 69,002 No.523と一体の事例

564 損保ジャパン本社ビル 新宿区 1976 特定街区 200.00 9,298 4,343 124,485
565 新宿野村ビル 新宿区 1978 特定街区 209.90 9,298 1,849 117,882
566 新宿三井ビル 新宿区 1974 特定街区 209.40 14,449 9,590 179,671
567 京王プラザホテル本館 新宿区 1971 特定街区 169.25 7,975 116,925
570 新宿モノリス 新宿区 1990 特定街区 123.35 7,166 5,660 90,463
571 新宿NSビル 新宿区 1984 特定街区 133.70 14,053 10,904 166,764
572 新宿住友ビル 新宿区 1974 特定街区 212.00 14,446 8,368 176,443
573 東京都庁第一本庁舎 新宿区 1991 特定街区 243.40 14,349 11,041 194,593
576 新宿パ－クタワ－ 新宿区 1993 総合設計 232.63 26,536 13,337 301,143
582 新宿アイランドウイング 新宿区 1994 高度利用地区 79.67 21,511 10,041 236,302 No.583と一体の事例
583 新宿アイランドタワー 新宿区 1994 高度利用地区 189.42 21,511 8,903 216,160 No.582と一体の事例
588 新宿グリーンタワービル 新宿区 1986 高度利用地区 109.57 6,921 2,791 52,310
626 トヨタモビリティ東京 文京区 1982 総合設計 89.00 7,905 1,742 48,910
663 リバーピア吾妻橋ライフタワー 墨田区 1989 高度利用地区 98.75 22,778 2,184 36,122 No.664,665と一体の事例
664 アサヒビール本社ビル 墨田区 1989 高度利用地区 94.90 22,679 1,603 3,465 No.663,665と一体の事例
665 墨田区庁舎 墨田区 1990 高度利用地区 84.71 22,778 4,890 40,843 No.663,664と一体の事例

679 国際ファッションセンタービル 墨田区 1999
再開発等促進区を定める
地区計画

107.36 5,895 2,735 46,377

739 キャナルワーフタワーズウェスト 江東区 2000 総合設計 119.80 13,684 5,472 72,791

770 ゲートシティ大崎 品川区 1998
再開発等促進区を定める
地区計画,高度利用地区

98.00 42,509 21,348 322,242

775 日精ビルディング 品川区 1987 総合設計,高度利用地区 93.25 20,598 12,198 138,149

815 オーバルコート大崎 マークイースト 品川区 2001
再開発等促進区を定める
地区計画

74.40 13,991 2,180 29,236

824 シーフォートスクエア 品川区 1992 総合設計 99.85 22,129 12,937 147,534
825 野村不動産天王洲ビル 品川区 1996 総合設計 118.80 11,734 4,240 83,279
826 天王洲パークサイドビル 品川区 1995 総合設計 102.60 11,050 2,258 45,213
840 大森ベルポート 品川区 1996 特定街区 75.78 27,125 14,415 195,679

848 中目黒ゲートタウン 目黒区 2002
再開発等促進区を定める
地区計画,高度利用地区

118.37 6,971 3,106 58,313

852 恵比寿ガーデンプレイスタワー 目黒区 1994 総合設計 167.00 82,366 32,973 478,435
861 アロマスクエア 大田区 1998 総合設計 82.30 19,895 10,268 127,176



第 4 章 公開空地の空間構成の変化 

73 
 

表 4-3 空間構成に変化の見られた事例（2/2） 

 
※1 霞が関ビルの竣工年は、第 3 章の超高層建築物データベースでは、データの出典とし

て用いた東京都発行の「超高層建築物一覧」の記載にならって 2009 年（増築改修工事
が完了した年）としているが、表 4-3 では建築物の最初の竣工年である 1968 年を記載
した。 

※2 霞が関ビルは特定街区への指定のもとで建設されたが、2004 年 3 月 1 日に特定街区は
廃止され、再開発等促進区を定める地区計画（霞が関三丁目南地区）に指定された。 

※3 三井住友海上駿河台ビルは、総合設計が適用されて建設されたが、2008 年 6 月 20 日
に隣接する街区とともに都市再生特別地区（神田駿河台三丁目 9 地区）に指定された。 

  

通し番号 通称 区 竣工年 適用制度 高さ(m) 敷地面積(㎡) 建築面積(㎡) 延べ面積(㎡) 備考
893 恵比寿ネオナート 渋谷区 1994 総合設計 75.42 5,018 2,292 38,539
897 Daiwa笹塚タワー 渋谷区 1992 総合設計 80.90 5,445 2,090 28,789
899 青山パ－クタワ－ 渋谷区 2003 総合設計 119.95 6,274 3,113 53,213
926 新国立劇場 渋谷区 1999 特定街区 234.37 44,091 33,338 311,140
938 JR東日本本社ビル 渋谷区 1997 総合設計 150.75 24,920 8,845 184,131
944 住友中野坂上ビル(アクロスシティ中野坂上) 中野区 1999 高度利用地区 96.36 4,827 2,566 36,224
948 中野サンクオ－レ 中野区 1994 総合設計,高度利用地区 89.95 8,158 3,955 64,059
952 ハ－モニ－タワ－ 中野区 1996 高度利用地区 120.91 11,465 6,191 83,950
977 サンシャイン60 豊島区 1978 特定街区 239.70 54,687 38,575 585,895
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図 4-1 空間構成の変化を現地調査した公開空地の位置 10 

  

 
10 国土交通省数値情報ダウンロードサービス（https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/（2022.2.2 最終閲覧））より取
得したデータを QGIS により加工して地図を作成した。 
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4.4 都市計画変更を伴う変化  

 前節で挙げた空間構成の変化が観察された事例に対して、都市計画の変更や新規策定の
有無を調査した。その結果、公開空地の改修に際して都市計画の変更や新規決定がなされた
事例として以下の 4 事例が抽出された（表 4-4）。 
 

表 4-4 公開空地改修時の都市計画変更や新規決定 

 
 
 この 4 事例それぞれについて、事業の内容やその背景等を以下にまとめる。 
 

4.4.1 霞が関ビル 

1964 年に霞ケ関 3 丁目特定街区に指定され 1968 年に竣工した霞が関ビルでは、2004 年
に特定街区は廃止され、再開発等促進区を定める地区計画（霞が関三丁目南地区）が新たに
指定された（図 4-2）。従前の特定街区の指定範囲は霞が関ビル、東京俱楽部ビル、会計検
査院の範囲であったものが、新たに指定された再開発等促進区を定める地区計画では指定
範囲が街区全体に拡大された。これに基づき、霞が関ビルには低層部の増築改修、および隣
接する「東京倶楽部ビルディング」の建替えが行われ、さらに会計検査院と文部科学省の建
物の「霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7 号館」への建替えが一体的なプロジェクトと
して進められた。合わせて公開空地も改修され、「霞テラス」として整備された。従前の広
場は中央広場とケヤキ広場を合わせて 3,000 ㎡だったものが、改修後には霞テラスとケヤ
キ広場を合わせて 7,800 ㎡へと拡張された（図 4-2,4-3）。 
この事業は PFI 事業として実施されたが、国による PFI 事業では最大規模であり、さら

に中央官庁の建物では初めての PFI 事業であった。また、中央官庁と民間オフィスが一つ
の建物に入居するのも初めての事例であった。 

なお、当初の特定街区指定の際の指定理由書では、「将来霞が関官庁地区の再整備・建直
しの必要が生じた場合は、文部省をも含めた大街区として霞が関ビルを既存のものとして
含む綜合計画の方向へと発展させる」とされており、霞が関ビル建設の当時から、将来の再

建築物名 内容 告示日

霞が関ビル
特定街区(霞ケ関3丁目)の廃止、
再開発等促進区を定める地区計画(霞が関三丁目南地区)の指定

2004.3.1

三井住友海上駿河台ビル
都市再生特別地区(神田駿河台三丁目9地区)の指定
（当初は総合設計に基づき建設）

2008.6.20

新宿住友ビル 特定街区(西新宿二丁目(8号地))の変更 2016.12.16
損保ジャパン本社ビル 特定街区(西新宿一丁目(11-2号地))の変更 2017.3.30
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開発の際にも建替えを行わないことと、再開発の対象の街区を拡大することは前提とされ
ていたことが窺える。実際、霞が関ビルはこれまで 3 回の大規模な改修を経て 11竣工から
50 年以上が経過した現在も供用され続けており、さらに、周囲と一体となった再開発も実
際にこの指定理由書の内容のように行われている。 
  

 

図 4-2 霞が関ビルに関する都市計画変更（左：改修前、右：改修後）12 
 

  
図 4-3 霞が関ビルの公開空地の変化（左：改修前 13、右：改修後 14） 

 
 
  

 
11 永野真義：「都市建築 TOKYO 超高層のあけぼのから都市再生前夜まで」, 都市建築 TOKYO 編集委
員会 編著, p.112, 2021.9 
12 「新建築」, 2007 年 12 月号, p.210, 新建築社 から引用した図に筆者加筆 
13 「新建築」, 2007 年 12 月号, p.210, 新建築社 
14 日本設計「霞が関ビルディング 低層部リニューアル」, https://www.nihonsekkei.co.jp/projects/1989/
（2022.1.11 最終閲覧） 
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4.4.2 三井住友海上駿河台ビル 

1984 年に総合設計を適用して竣工した三井住友駿河台ビルは、隣接する街区とともに
2008 年に都市再生特別地区（神田駿河台三丁目 9 地区）に指定された（図 4-4）。ビル前面
の公開空地では地下部分を含む改修が行われている（図 4-5）。ともに都市再生特別地区に
指定された隣接街区では、従前の建築物が建て替えられ、三井住友海上駿河台新館が 2012
年に竣工した。 
都市再生特別地区の公共貢献項目としては、会議・集会施設等の交流機能の整備、駿河台

ビルの豊かな緑の拡充、都内トップクラスの環境性能、帰宅困難者受け入れ施設の整備等の
災害時支援機能の強化、地下鉄出入口や連絡通路の整備等の歩行者ネットワークの構築、お
茶の水仲通り・甲賀通り等の周辺道路整備など、さまざまな地域貢献が挙げられる。 
 新築された駿河台新館と既存の駿河台ビルの関係としては、緑化の観点で特徴がある。既
存ビルでは大規模な屋上緑化がなされている。その緑化環境と維持管理は高く評価され、
2011 年には SEGES（都市緑化基金）の最高ランクの認定を受けている。一方の新館でも、
敷地の約 30%を緑化することで、既存ビルと一体となったまとまった緑を形成している。 
 

 

図 4-4 都市再生特別地区（神田駿河台三丁目 9 地区）の範囲 15 
 

 
15 「近代建築」, 2012 年 6 月号, pp.53-60, 近代建築社 から引用した図に筆者加筆 
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図 4-5 三井住友海上駿河台ビルの公開空地の変化（左：改修前 16、右：改修後 17） 
 

4.4.3 新宿住友ビル 

 1971 年に特定街区（西新宿二丁目（8 号地））に指定され 1974 年に竣工した新宿住友ビ
ルでは、2016 年に特定街区が変更された 18,19。この特定街区変更では、低層部及び中層部
の高さの最高限度と、壁面の位置の制限が変更された。変更後の緩和措置の内容に基づき、
従来屋外広場であった公開空地は屋根がかけられ、2020 年に約 6700 ㎡の屋内広場となっ
た（図 4-6）。 
当初竣工時には、街区内に機能的な空間を量的に確保すること、すなわち形態制限や空地

の確保を最優先した整備がなされた。その後 1996 年には、ビル風や天候に悩まされるビル
足元のアメニティ向上や、周辺を含めた街の賑わい創出のため、空地に屋根をかけることを
事業者が構想した。一方で、当時はまだ物理的開放性を優先する考え方が強く、また都市計
画とも整合せず、実現には至らなかった。しかしさらにその後 20 年を経て、都市における
パブリックスペースに期待される役割が多様化し、空間の確保だけでなく、空間の使われ方
や質を重視する方向へ価値観が変化したこと、また公共的空地等が地区全体に効果的に機
能するよう目指すエリアマネジメントの取組みがあったこと、さらに東日本大震災を経て
災害時の公共空間のあり方が再認識されたことが背景となり、屋内化の構想の具体化に至

 
16 「近代建築」, 1985 年 1 月号, p.33, 近代建築社 
17 筆者撮影（2021.12.21） 
18 東京都告示第 2000 号, 2016.12 
19 「東京都市計画特定街区の変更」, 
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/besshi33_tokyo_h281212.pdf（2022.1.13 最終閲覧） 



第 4 章 公開空地の空間構成の変化 

79 
 

った。2014 年に策定された「西新宿地区まちづくり指針」20でも、公開空地の利活用に向け
た整備方針の一つに大屋根の設置が挙げられており、その効果として、平常時には賑わい創
出に、非常時には帰宅困難者の一時滞在場所の確保に寄与することが想定されている。 
これから日本各地で顕在化する大規模建築の機能更新という都市課題への対応のモデル

であり、また、ビジネス中心であった西新宿地区に対して賑わいや回遊性という新たな付加
価値を与える社会的チャレンジであるとも評されている 21。 
設計では、レベル差のない無柱の平土間空間を最大化すること、完全空調の屋内でありな

がら屋外のような開放感をもたらすことが意識された 22。 
広場の屋内化にあたって建築容積が増えることとなったが、2014 年の建築基準法改正に

よりエレベーターシャフトが容積率に算入されないこととなって生まれた余剰容積と、地
下 1 階の減築によって、許容容積率以内で屋内広場が実現された。 

 

 

図 4-6 新宿住友ビルの公開空地の変化（左：改修前 23、右：改修後 24） 
 
  

 
20 西新宿懇談会「西新宿地区まちづくり指針 概要版」, 2014.3, 
http://welcometoshinjuku.jp/about/_assets/data/2014.03_%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF%E
5%9C%B0%E5%8C%BA%E3%81%BE%E3%81%A1%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E6%8C
%87%E9%87%9D%E7%AD%96%E5%AE%9A%EF%BC%88%E8%A5%BF%E6%96%B0%E5%AE%BF
%E6%87%87%E8%AB%87%E4%BC%9A%EF%BC%89.pdf（2022.1.13 最終閲覧） 
21 「新建築」, 2020 年 9 月号, pp.122-131, 新建築社 
22 「近代建築」, 2020 年 10 月号, pp.105-110, 近代建築社 
23 住友不動産株式会社「西新宿活性化の新拠点誕生 竣工から約半世紀、生まれ変わった西新宿を代表す
る超高層建築ビル『新宿住友ビル・三角広場』完成」, http://www.sumitomo-
rd.co.jp/uploads/20200630_release_sumitomofudosan-sankakuhiroba_2.pdf（2022.1.11 最終閲覧） 
24 筆者撮影（2020.9.17） 
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4.4.4 損保ジャパン本社ビル 

 1972 年に特定街区（西新宿一丁目（11-2 号地））に指定され 1976 年に竣工した損保ジャ
パン本社ビル（竣工時の名称は安田火災海上本社ビル）では、2017 年に特定街区が変更さ
れた 25。この特定街区変更では、増築部分に適用する低層部及び中層部の高さの最高限度の
設定と、壁面の位置の制限が変更された。変更後の緩和措置の内容に基づき、従来公開空地
であった部分に美術館の建物が新築された（図 4-7）。公開空地は既存ビルの室内部分に付
け替えられた。 
高層ビル足元の賑わい欠如が課題とされていた西新宿地区において、2014 年に策定され

た「西新宿地区まちづくり指針」では新たな賑わい創出という目標が示された。損保ジャパ
ン本社ビルでは指針の方向性に基づき、文化・芸術を発信する新宿の「アートランドマーク」
となることを目指してプロジェクトが進められ、既存ビル 42 階に開館していた美術館が敷
地内の新築の建物に移転することとなった。 
 既存ビルに対して連担建築物設計制度を用いることで自立した建物として美術館の建設
がなされた。また、前述の新宿住友ビルと同様に、エレベーターシャフトの容積率不算入に
よって生じた延べ面積を用いることで、特定街区として指定されている容積率を変更する
ことなく美術館の建設が行われた。 
 

  

図 4-7 損保ジャパン本社ビル公開空地の変化（左：改修前、右：改修後）26 
  

 
25 新宿区告示第 219 号, 2017.3 
26 株式会社ブンガネット「速報！注目増築・第 2 弾、「SOMPO 美術館」は今後の範となる容積緩和別棟
型」, https://bunganet.tokyo/company/（2022.1.11 最終閲覧） 
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4.4.5 都市計画変更を伴う変化 

 以上、前節の調査で空間構成の変化の見られた事例のうち都市計画の変更や新規策定を
伴った 4 事例について、事業の内容や背景を整理した。いずれも既存建築物の周囲に大規
模な空間の変化をもたらす事業であり、敷地内の空間の使われ方が変化するにとどまらず、
当該敷地の周辺の人の流れなどへの影響も大きいものであると考えられる。 
また、こうした大規模な事業は「前例」としても重要な意味を持つことに注意が必要であ

る。実際、新宿区都市計画審議会 27,28での損保ジャパン本社ビルの特定街区変更に関する質
疑でも、タワーの周囲に広い屋外空地を取るという西新宿の歴史的な街区の作り方の改変
の端緒となり得ることへの配慮の必要性が訴えられている。 
都市計画変更を伴う公開空地の改修による大規模な空間の変化が前例として蓄積してき

ている中、周辺街区や地区全体との関係性を意識した計画策定が引き続き望まれる。 
    

 
27 新宿区都市計画部都市計画課「第 177 回新宿区都市計画審議会議事録」, 2016.12, 
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000210771.pdf（2022.1.13 最終閲覧） 
28 新宿区都市計画部都市計画課「第 180 回新宿区都市計画審議会議事録」, 2017.3, 
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000216688.pdf（2022.1.13 最終閲覧） 
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4.5 変化の分類と特徴 

 4.3 の現地調査で観察された空間構成の変化を、本節では変化の見られた要素ごとに整理
する。本節では、現地調査で空間構成の変化が観察された 64 ヶ所の公開空地のうち、変化
が非常に大規模であり変化の内容を要素に分解することが困難であった霞が関ビル・新宿
住友ビル・損保ジャパン本社ビルの 3 事例を除いた 61 ヶ所を対象とする。なお、対象外と
した 3 事例の変化の詳細については前節を参照されたい。 
 

4.5.1 変化の分類 

 空間構成の変化は、4.1 で示したような構成要素の「新設」「撤去」に加え、新設と撤去の
どちらにも該当しない項目として「工事による封鎖」を設定した。「新設」または「撤去」
の見られた要素は全部で 33 項目に整理できた。さらにこれら 33 項目を、「滞在要素」「空
間骨格要素」「緑化要素」「衛生・安全要素」「賑わい要素」「その他」の 6 個の大項目に分類
して整理した。各項目に対して「新設」「撤去」が見られた公開空地の数を表 4-5 に示す。
また、これらに「工事による封鎖」を加えた 34 項目を集計の対象とする。以上の分類は堀
ら（2016）を参考とし、一部項目の統合・削除や独自の項目の追加を行っている。 
なお、各公開空地で変化の見られた構成要素は表 4-6 に示す。また、比較に用いた従前の

様子と現在の様子を示す写真は、巻末に資料として付している。 
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表 4-5 構成要素に変化の見られた公開空地の数（1/2） 

 
 
  

大項目 構成要素 基準 新設 撤去

滞在要素 ベンチ
複数人が着座可能で、利用者
による移動が想定されないも
の

5 6

着座可能な石 2 2
固定テーブル 1 0
可動テーブルとイスのセット 11 4
可動イス テーブルを伴わない可動イス 1 0
パラソル 1 0
上記のうち1つ以上の変化があった公開空地数 20 11

空間骨格要素 壁面
壁面に設置されているドア等
を含む 3 1

スロープ 1 0
階段 2 1
広場内の段差 0 2
ウッドデッキ 1 0
エスカレーター 1 0
屋根 1 0
地下鉄出入口 2 0
サンクンガーデン 1 0
上記のうち1つ以上の変化があった公開空地数 9 3

緑化要素 植え込み 12 4
プランター 16 6
樹木 3 16
樹木の囲い 1 3
ツタ 1 0
上記のうち1つ以上の変化があった公開空地数 29 25
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表 4-5 構成要素に変化の見られた公開空地の数（2/2） 

 
 
 
  

大項目 構成要素 基準 新設 撤去
衛生・安全要素 ゴミ箱 2 1

照明（頭上） 0 1
照明（アイレベル以下） 2 2

柵

高低差のある場所などに安全
のため設置されるもの
同様の機能を果たすロープも
含む

3 2

ボラード 車の進入を防ぐもの 1 2
上記のうち1つ以上の変化があった公開空地数 7 8

賑わい要素 オブジェ 7 7
ゲート くぐれる形状の構造物 0 3
樹木の装飾 1 0

水路

実際の水の流れの有無に関わ
らず、水が流れたりたまった
りするための場所
噴水を含む

1 2

水面
水路上に実際に水の流れが存
在するかどうかで集計 0 4

上記のうち1つ以上の変化があった公開空地数 8 15

その他 看板
地面に固定されているものの
み対象とする 7 4

時計 1 0
シェアサイクルポート 1 0
喫煙所 1 0
上記のうち1つ以上の変化があった公開空地数 10 4

工事による封鎖 一部でも封鎖していれば対象 8
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表 4-6 各公開空地で見られた構成要素の変化（1/2） 
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表 4-6 各公開空地で見られた構成要素の変化（2/2） 
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公開空地で観察された構成要素の変化は以上のようであった。なお、変化の観察にあたっ
ての補足事項を以下に記す。 
 雑誌から入手した公開空地の過去の写真は、特に古いものでは、白黒のものや画質が荒い
ものもあり、写真に写っているものの判別に困難を伴う場合もあった。また、集計対象につ
いて、観察時にたまたま一時的に置かれていたと想定できるものは対象外とした。以上を踏
まえ、以下のような判断基準を設定した。 
 

• イスやテーブル、ベンチなどの什器が引き続き設置されている場合でも、同じもの
が使用され続けているかの判別は難しいため、従前と現在とで形状の違いが明確
に分かる場合にのみ異なるものが使用されている判断して変化として扱う。 

• 植え込みおよび樹木については、植物の成長とそれに対する日々の手入れにより
恒常的に変化し続ける性質であるものから、存在の有無が変化した場合と、樹形が
明確に異なる等で樹種が変化したと判断できる場合にのみ集計の対象とした。 

• 水面については、雑誌の写真からは水が実際に流れているかを判別することが難
しい場合もあるが、記事本文や写真に添えられた脚注等の記述から水面であると
判断できた場合は集計の対象とした。 

• 壁面に設置された店舗等の掲示や看板については、変化の判断の難しい例が多く
含まれていたため集計の対象としない。 

• 三角コーンや固定されていない看板、店舗の宣伝のための旗やのぼりなど容易に
移動可能なものは、観察時にたまたま一時的に置かれていたものも多く含まれる
と考えられるので集計の対象としない。 

 
 以降では、各集計項目についての特徴をそれぞれ述べ、観察された変化の背景について考
察する。 
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4.5.2 滞在要素の変化の特徴 

 可動イスとテーブルのセット、すなわち利用者が移動させることが可能なイスとテーブ
ルがセットで新設される例が 11 ヶ所と多く見られ、滞在機能の強化に寄与する要素である
ことが窺えた。ベンチが撤去された場所に設置された例もあり、これはより幅広く柔軟な使
い方を可能にしているものと考えられる。なお、撤去された 4 ヶ所のうち 3 ヶ所では撤去
後他の場所に設置されることで滞在機能は維持されていた。残りの 1 ヶ所では設置場所に
隣接するテナントが飲食店からコンビニに変化しており、それに伴い撤去されたものと考
えられる。なお、可動イスが単体で新設された例は 1 件と少なく、また可動テーブルが単体
で新設された例は確認されなかった。 
 テーブルを伴わない着座装置としては、可動イスよりもベンチ（1 台に複数人が着座可能
な大きさで、利用者による移動が想定されていないと考えられるもの）の新設が多く見られ、
その数は 5 ヶ所を数えた。一方で、ベンチが撤去された例も 6 ヶ所と比較的多くあった。
前述の通りベンチが撤去された場所に可動イスとテーブルのセットが新設された例（図 4-
8）がある他、設置されたベンチの全てではなく一部のみが撤去され、空いた場所でのゴミ
箱の新設や新たな水景の整備がなされた例も見られた。 
 

  
図 4-8 ベンチが撤去され可動イスとテーブルのセットが新設された例（聖路加ガーデン） 

（左：変化前 29、右：変化後 30） 
 

  

 
29 「新建築」, 1994 年 9 月号, pp.284-285, 新建築社 
30 筆者撮影（2021.11.6） 
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4.5.3 空間骨格要素の変化の特徴 

 空間骨格要素の変化には大規模な工事によって公開空地全体に対する改修が行われたと
考えられる変化が多い。例えば図 4-9 に示す新宿野村ビルでは、植え込みとなっており立ち
入ることのできなかった部分に、道路からサンクンガーデンや地階にアクセスする階段お
よびエスカレーターの新設などが行われている。これについて文献 31では、地階の貸ホール
が飲食店に変わったことや、周辺の都市化により環境が大きく変わったことを背景として、
動線の強化と視認性の向上を目指したリニューアルであると説明されている。立体的な構
造を持つ公開空地の利便性を高めるための改修であるとも言える。 
 また、図 4-10 に示す六本木ヒルズでは、建物の入口前の広い範囲に屋根がかけられてい
る。この屋根の下には可動イスとテーブルのセットが新たに設置されており、滞在場所とし
ての機能を付加する変化であると考えられる。 
 

 
図 4-9 階段およびエスカレーターが新設された例（新宿野村ビル） 

（左：変化前 32、右：変化後 33） 
  

 
31 「新建築 2017 年 10 月号別冊『NEW VALUE, REALVALUE 野村不動産のものづくり』, 新建築社, 
2017.10 
32 「近代建築」, 1978 年 10 月号, p.44, 新建築社 
33 筆者撮影（2021.12.13） 
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図 4-10 屋根が新設された例（六本木ヒルズ） 

（左：変化前 34、右：変化後 35） 
 

4.5.4 緑化要素の変化の特徴 

植栽として新たに整備される要素としては、植え込みが 12 ヶ所、プランターが 16 ヶ所
と多く、それに対して新たに樹木が設置される例は 3 ヶ所と少なかった。新規に設置され
るものは簡易なものにとどまることが考えられる。 
プランターは壁に面する位置や広場の隅に設置される場合がほとんどであったが、通路

の入口に設置することで自転車等の進入をしにくくしていると考えられる例（図 4-11）も
あった。 
 一方で、樹木については撤去が 16 ヶ所と多く見られた。樹木は落葉や成長による巨大化
に伴い日常的なメンテナンスが必要であるが、その費用や手間を負担することが難しくな
るという管理上の問題が撤去の背景にあると考えられる。なお、樹木撤去後の場所が植え込
み等の別の緑化要素に変化している例も観察され、緑のある景観の維持に努めているもの
と考えられた。また、樹木が撤去されたことによって、見通しや通行しやすさの確保がなさ
れたと考えられる例も見られた（図 4-12）。一方で、集計の対象とはしていないが、樹木の
成長によって見通しが悪くなり、公開空地や建築物の印象が変化する例も見られた。 
 樹木の囲いの撤去については、樹木が細い間の支えとして幹を取り囲むように設置され
ていたものが、樹木の成長によって幹が太くなり支えが不要となって取り外されたものと
考えられ、これも管理やメンテナンスに関わる空間構成要素であると言える。 
 

 
34 「新建築」, 2003 年 6 月号, p.159, 新建築社 
35 筆者撮影（2022.1.3） 
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図 4-11 プランターが通路入口に設置された例（トヨタモビリティ東京） 
（左：変化前 36、右：変化後 37） 

 

  
図 4-12 樹木の撤去で見通しが確保された例（Daiwa 笹塚タワー） 

（左：変化前 38、右：変化後 39） 
 

4.5.5 衛生・安全要素の変化の特徴 

 ゴミ箱の新設については、イスやテーブルの設置による滞在機能の付加に伴ってゴミ箱
が設置されたと思われる例（図 4-13）があった。ゴミ箱の設置によって管理の費用や手間
は増加することが考えられることから、公開空地の滞在機能の強化に対する管理者の積極
的な姿勢が窺える。 

 

 
36 「新建築」, 1982 年 6 月号, p.184, 新建築社 
37 筆者撮影（2021.11.16） 
38 「新建築」, 1993 年 7 月号, p.289, 新建築社 
39 筆者撮影（2021.11.13） 
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図 4-13 ゴミ箱が新設された例（新宿三井ビル） 
（左：変化前 40、右：変化後 41） 

 

4.5.6 賑わい要素の変化の特徴 

 オブジェについては新設 7 ヶ所、撤去 7 ヶ所と、新設・撤去ともに多く見られた。クリス
マスツリー等、季節のイベントに合わせて設置されたと思われるものもあり、頻繁に出し入
れが行われている可能性もある。 
 また、水景に関する撤去事例も多く見られた。水路は残っているものの現在は水を流して
いないものと、水路や噴水自体が撤去されたものとがあり、前者は水面の撤去として集計し
4 ヶ所、後者は水路の撤去として集計し 2 ヶ所が観察された。水路の撤去事例では、もとも
と水路が存在した場所にウッドデッキが敷かれた例（図 4-14）と、地面の改修によって跡
形もなくなっている例（図 4-15）が見られ、いずれも新しい使い方が可能な場所として更
新されていた。一方で、水面の撤去事例では、もともと水が流れていた場所に単に段差だけ
が残ってしまっている（図 4-16）など、他の用途に使用しにくいデッドスペースとなって
しまう様子が見られた。再び水を流すことが想定されているかは不明であるが、水路の撤去
には大規模な外構の工事が必要となってしまうことから、水を流さないままであってもそ
のまま残されているものと考えられる。いずれの例も、竣工当初に作られた景観要素を継続
的に管理していくことの難しさが背景に存在していることが考えられる。 

 
40 「新建築」, 1975 年 3 月号, p.247, 新建築社 
41 筆者撮影（2021.11.16） 
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図 4-14 水路が撤去されウッドデッキが新設された例（新幸橋ビルディング） 
（左：変化前 42、右：変化後 43） 

 

  
図 4-15 噴水が撤去された例（六本木ヒルズ） 

（左：変化前 44、右：変化後 45） 
  

 
42 「近代建築」, 1997 年 5 月号, p.53, 近代建築社 
43 筆者撮影（2021.12.4） 
44 「近代建築」, 2003 年 8 月号, p.124, 近代建築社 
45 筆者撮影（2022.1.3） 
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図 4-16 水面が撤去された例（Daiwa 笹塚タワー） 
（左：変化前 46、右：変化後 47） 

 

  

 
46 「新建築」, 1993 年 7 月号, p.313, 近代建築社 
47 筆者撮影（2021.11.13） 
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4.5.7 その他の変化の特徴 

 シェアサイクルポートが広場の隅に設置された例（図 4-17）があった。駐輪場として用
いられる部分は公開空地として認められない規定となっているが、シェアサイクルのポー
トは例外として設置が可能となっており 48、現地調査でも実際にその存在を確認できた。 
 また、喫煙所が設置された例（図 4-18）があった。堀（2016）49は、「禁煙者の利用を阻
害する」ことを理由に灰皿の設置を「公共に資する空地の構成要素を阻害する」と評してい
るが、今回観察された事例では、公開空地の奥まった場所への設置であったことから、非喫
煙者に対する一定の配慮はなされていたものと考えられた。 

   

図 4-17 シェアサイクルポートが新設された例（墨田区役所） 
（左：変化前 50、右：変化後 51） 

 

 
48 東京都の「新しい都市づくりのための都市開発諸制度活用方針」では、「サイクルポートの全体的な配
置バランスから、対象となる公開空地にサイクルポートを設置することが必要であると認められる場合に
は、当該公開空地に設置することができる。この場合、屋根をかけないものとし、柵等は必要最低限に留
めるとともに、土地所有者は、設置部分について無償で区市町又は事業者に貸与すること。」とされてい
る。 
49 堀聖弘・土田寛：ニューヨーク市の Privately Owned Public Space の更新に関する基礎的研究-空地創
出に関する制度の考察を通して-, 日本建築学会計画系論文集, Vol.81, No.728, pp.2141-2151, 2016.10 
50 「新建築」, 1991 年 1 月号, p.313, 新建築社 
51 筆者撮影（2021.11.6） 
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図 4-18 喫煙所が新設された例（青山ツインビル） 

（左：変化前 52、右：変化後 53） 
 

 
  

 
52 「近代建築」, 1979 年 1 月号, p.38, 近代建築社 
53 筆者撮影（2021.12.13） 
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4.6 変化の分析 

 続いて本節では、構成要素の変化の集計結果を、公開空地の竣工年代および適用制度と関
連づけて分析する。 
 

4.6.1 構成要素の変化と竣工年代および適用制度の関係 

 まず、構成要素に何らかの変化の見られたものとして 4.5 で対象とした 61 事例、変化の
見られなかったものとして 4.3 で示した 34 事例の計 95 事例を対象に、変化の有無と公開
空地の整備年代および適用制度の関連を分析、考察する。 
 竣工年代は、1979 年以降は 5 年ごとに区切って整理した。1978 年以前は、事例数が少な
いことも踏まえ、1971 年から 1978 年を 1 つの区分にまとめた。 
 なお、本節内以下の図中の棒グラフ内に記した数字は該当する事例数である。また、凡例
上に記された割合は、対象事例に占める「変化あり」の割合であり、本文中で着目する割合
の数値を四角形で囲んでいる。 

 

 
図 4-19 竣工年代ごとの構成要素の変化有無別事例数 
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図 4-20 適用制度ごとの構成要素の変化有無別事例数 

 
 図 4-19 より、竣工年代が 1971 年～1978 年および 1979 年～1983 年の事例では変化のあ
った割合が比較的高いことが読み取れ、竣工から年数が経っているものほど変化が起こる
傾向が考えられる。その背景として、竣工からの時間経過による経年劣化への対応がなされ
ていることや、竣工当時と比べて空間の使い方の変化が起こっていることが考えられる。 
 また、図 4-20 からは、再開発等促進区を定める地区計画が適用された事例で変化があっ
た割合が高いことが読み取れる。その背景として、再開発等促進区を定める地区計画のもと
では規模の大きい開発が行われるため、敷地面積の大きい分だけ変化の起こる余地も大き
いことが考えられる。 
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4.6.2 項目ごとの変化と竣工年代および適用制度の関係 

 続いて、4.5.1 で示した構成要素の分類のうち、新設の見られた公開空地の数が 20 以上で
ある項目、撤去の見られた公開空地の数が 20 以上である項目のそれぞれに対して、当該項
目の変化の有無と竣工年代の関連、および当該項目の変化の有無と適用制度の関連を分析
する。 
新設の見られた公開空地の数が 20 以上である項目は、滞在要素と緑化要素の 2 つであっ

た。また、撤去の見られた公開空地の数が 20 以上である項目は、緑化要素の 1 つであった。 
 なお、竣工年代や適用制度ごとに分類する上で一定程度のサンプル数が必要であるため、
変化の観察されにくかった項目に対しては以降のような分析・考察を行うことは難しい。そ
のため、分析を行う項目はその変化が 20 事例以上見られたものに絞ることとした。 
 分析対象とする公開空地は 4.6.1 と同様の 95 事例とする。年代の区切り方も同様に、1971
年～1978 年とそれ以降を 5 年ごとに区切ったものとする。 
 
まず、滞在要素の新設について見る。 

 

 
図 4-21 竣工年代ごとの滞在要素の新設有無別事例数 
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図 4-22 適用制度ごとの滞在要素の新設有無別事例数 

 
 図 4-21 より、竣工年代が 1971 年～1978 年および 1994 年～1998 年、1999 年～2003 年
の事例で滞在要素の新設が行われた割合が比較的高いことが読み取れる。竣工から年数が
経っているものほど変化が起こる傾向は 4.6.1 で考察したものと同じである。一方で、竣工
からの年数の浅い事例でも滞在要素の新設は多く起こっている傾向を見ることができるが、
この年代に作られた事例では広場に隣接して店舗などが設けられたものが多く、それに対
応して滞在要素も積極的に整備が進められたことが背景として考えられる。 
 また、図 4-22 からは、再開発等促進区を定める地区計画が適用された事例で滞在要素の
新設があった割合が高いことが読み取れ、これも 4.6.1 と同様の傾向である。大規模なもの
であることから変化の起こる余地が大きいことに加え、滞在機能を持つ広場空間も確保さ
れやすいことが背景として考えられる。 
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続いて、緑化要素の新設および撤去について見る。 
 

 
図 4-23 竣工年代ごとの緑化要素の新設有無別事例数 

 

 
図 4-24 適用制度ごとの緑化要素の新設有無別事例数 
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図 4-25 竣工年代ごとの緑化要素の撤去有無別事例数 

 

 
図 4-26 適用制度ごとの緑化要素の撤去有無別事例数 
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 図 4-23,4-25 より、竣工年代が 1971 年～1978 年および 1979 年～1983 年の事例では緑
化要素の新設および撤去のあった割合が比較的高いことが読み取れる。これも 4.6.1 と同様
の傾向である。緑化要素では新設と撤去の両方が観察された事例（例えば樹木が撤去された
場所に植え込みが新設されたもの）も見られたが、その背景として、植栽は成長により巨大
化すること等でその場には相応しくないものとなってしまうことがあるため、その際に別
の構成要素に置き換えられることが考えられる。 
 また、図 4-24 からは、いずれの制度による事例も緑化要素の新設があった割合はほぼ同
等であることが読み取れる。植栽は公開空地の規模によらずほとんどの場所で設置される
ため、適用制度間での新設有無の傾向の差が小さいものと考えられる。 
一方で、図 4-26 からは、再開発等促進区を定める地区計画が適用された事例で緑化要素

の撤去があった割合が高いことが読み取れる。再開発等促進区を定める地区計画のもとで
整備されやすい大規模な広場は、その大きさの分だけさまざまな用途に転用できる可能性
を持っているため、緑化要素の撤去も比較的多く見られたことが考えられる。 
 
 以上、構成要素ごとの項目ごとに、新設および撤去の傾向を竣工年代や適用制度と関連づ
けて論じた。 
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4.7 小括 

本章では、東京都区部の公開空地を対象に、竣工時と現在の空間構成の変化を調査し、公
開空地の経年変化やニーズの変化への対応の状況を整理した。 
まず、雑誌より 98ヶ所の公開空地の写真を収集し、同じ画角からの現地の観察を行った。

これにより竣工時と現在の間での空間構成を比較し、その変化を調査した。調査の結果、空
間構成に変化が見られた事例が 64 ヶ所、見られなかった事例が 34 ヶ所であった。 

4.4 では、変化が見られた事例に対して、改修等が行われる際の都市計画の変更または新
規策定がなされた事例を調査した。その結果抽出された 4 件のように大規模な事業は「前
例」としても重要な意味を持つと考えられ、周辺街区や地区全体との関係性を意識した計画
策定が引き続き望まれる。 

4.5 では、変化が観察された構成要素を 6 の大項目と 34 の小項目に分類し、その特徴を
整理した。全体的な傾向として、滞在機能の強化につながる変化や、管理の簡素化に向かう
変化を多く見ることができた。調査対象の公開空地の過去の状態を知る手段として雑誌記
事に掲載された写真を用いたという調査の特性のため観察対象は限られてしまったが、実
際の公開空地で起こった変化を具体的に把握することができた。 

4.6 では、4.5 での構成要素の変化の分類と、公開空地の竣工年代や適用制度との関係を
分析した。その結果、竣工年代が過去であるものほど変化が多く起こる傾向が見られた。そ
の背景として、竣工からの時間経過による経年劣化への対応がなされていることや、竣工当
時と比べて空間の使い方の変化が起こっていることが考えられた。また、再開発等促進区を
定める地区計画が適用された公開空地では変化が多く起こる傾向が見られた。その背景と
して、規模の大きい開発が行われる制度のもとでは、敷地面積の大きい分だけ変化の起こる
余地も大きいことが考えられた。 
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5.1 各章の成果 

 以下に各章の成果を述べる。 
 第 1 章では、研究の背景を述べたうえで目的の設定を行い、既往研究に対する位置づけ
を行った。また、研究で用いる用語の定義を行った。 
 第 2 章では、まず現在の制度で規定されている公開空地の種類を整理した。そして、公開
空地の関連制度の変遷について通時的な整理を行い、現在の公開空地の運用に至るまでの
流れを示した。これを通して、制度内での公開空地の位置づけの大きな変化について、公開
空地が容積率緩和の数ある条件の一つとなったこと（1976 年～）、公開空地として扱われる
空間の種類が拡大してきたこと（1986 年～）、公開空地の利活用促進や質の重視がなされて
きたこと（2003 年～）の 3 つの論点を提示した。 
 第 3 章では、これまでの超高層建築物の建設および都市開発諸制度の適用の動向の分析
を行い、東京都区部における公開空地の立地や、整備からの経年等の現況を明らかにした。
これを通して、これまでに東京都区部で建設された超高層建築物 1226 棟のうち約 65%に
あたる 798 棟が都市開発諸制度の適用を受けて建設されていることを示した。また、超高
層建築物および公開空地が区部全体に広く分布していることを示すとともに、各制度の適
用された超高層建築物の立地および各区での制度の適用状況をもとに分布の特徴を示した。
そして、超高層建築物の建設棟数の推移から、今後経年への対応が必要となる超高層建築物
および公開空地の数が著しく増加すると見込まれるという示唆を得た。 
 第 4 章では、東京都区部の公開空地を対象に、竣工時と現在の空間構成の変化を調査し、
公開空地の経年変化やニーズの変化への対応の状況を整理した。まず、変化の見られた公開
空地のうち４事例が都市計画の変更や新規策定に伴うものであったことを示した。続いて、
各公開空地の具体的な構成要素の変化に着目し、滞在機能の強化につながる変化や、管理の
簡素化に向かう変化が多く見られる傾向を示した。また、空間構成の変化に関連する要因を
考察し、竣工年代が過去であるものや、再開発等促進区を定める地区計画が適用された公開
空地で変化が多く見られたという傾向を示した。 
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5.2 今後の公開空地の更新に向けた考察 

 4.5 での公開空地の空間構成の変化の調査で見られた傾向として、滞在機能の強化につな
がる変化、および、管理の簡素化に向かう変化が特徴的に見られた。これら２つの変化の傾
向について考察を加える。 
 滞在機能の強化につながる変化の背景には、公開空地の積極的な利活用を図る潮流があ
ると考えられる。竣工当初は特に何も設置されていなかった空間に滞在機能が付加された
例もあることから、現状では人の滞在が想定されていない公開空地であっても、簡易なファ
ーニチャの設置等の管理者の工夫によって空間に変化を与えられる可能性が示唆される。 
 管理の簡素化に向かう変化の背景には、竣工当初には問題となっていなかった管理の費
用や手間などの問題が発生していることが考えられる。このことから、公開空地の更新にあ
たって要素を新設する場合や公開空地自体を新設する場合には、長期に渡る供用も考慮に
入れた設計や管理の計画が求められると言え、設計者と管理者との間で空間の使われ方の
イメージやメンテナンスの方法が共有されることが望ましいと考えられる。また、現状で管
理上の困難に直面している場合には、管理の比較的容易な要素に変更することが効果的で
あると考えられる。調査で観察された樹木からプランターへの置き換えはこの一例である
と考えられ、緑があるという空間の特性を維持しながらもより管理が容易である要素へ移
行したものと見ることができろ。一方で、水路のように撤去には規模の大きい外構工事を要
するもの等に関しては、管理者による安全面の措置が暫定的な対応として必要であると考
えられる。 
 2.1 で見たように、都市開発諸制度における公開空地の規定では構成要素に関する記述は
緑化要素に関するものを除いてほとんどなく、どのような空間構成の公開空地を設けるか
の裁量は開発主体に委ねられている部分が多い。公開空地は民有地内の空間であることか
らも、行政が必要以上に介入することは望ましくないとも言える。一方で、都市内の公共空
間のストックとして公開空地が重要な要素となっている今日では、その管理や今後の更新
に関して管理者側と行政側との間で方向性が共有されている状態が望ましく、両者の協力
体制の構築が今後も求められる。 
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5.3 本研究の課題と展望 

本研究では、公開空地の過去の写真を現在の様子と比較するという方法により公開空地
の空間構成の変化について明らかにしたが、以下のような課題が残る。 
まず、本研究で用いた公開空地の過去の写真はいずれも竣工から間もない時期に撮影さ

れたものであったことから、現在の様子との比較により変化の有無を把握することはでき
たが、その一方で変化の時期を特定することはできていない。また、公開空地の過去の様子
を知ることができた範囲は、写真の画角内という限定された一部分にとどまることから、写
真に写っていない範囲の変化を捉えることはできていない。さらに、その写真は雑誌の記事
から入手したものであることから、写されている範囲は各公開空地内で特に特徴のある部
分に偏っていた可能性もある。 
本研究では公開空地の空間構成の細かな変化に着目したことによる一定の成果はあった

と考えられる一方で、以上のような課題により、断片的な観察の結果にとどまっている。こ
うした本研究の欠点を補完し、公開空地の更新に関する知見をさらに深めるためには、管理
者や設計者へのヒアリング等を通じて詳細な変化の把握を行うことが望ましいと考えられ
る。 
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付録 1 超高層建築物データベース 
付録 2 公開空地の空間構成の変化 雑誌掲載写真と現況の比較 
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 また、研究室会議やその他研究室の活動にて、中村先生、尾﨑先生、三浦先生、笹尾先生
にも大変お世話になりました。さまざまな視点を持った先生方との議論を通して考えを深
めることができました。感謝申し上げます。 
 
博士課程の蒋さん、井桁さん、岡田さんにも、研究に関して多くの助言をいただきました。

また、大学院生として過ごす日々の些細な相談にも快く応じていただき、大きな支えとなり
ました。本当にありがとうございました。 

 
また、同期の皆さんとの活動からもたくさんの学びを得ることができました。新型コロナ

ウイルス禍の中で会う機会が限られてしまったことが悔やまれますが、プロジェクトやコ
ンペで共に考えを深めたことは貴重な経験でした。感謝しています。 

 
 最後に、これまでの学生生活を支えてくださった家族・親族に深い感謝を申し上げます。 
 

2022 年 1 月 17 日 磯部 裕汰 
 
 


